
は

じ

め

に

文
天
祥
（
一
二
三
六
│
一
二
八
三
）
の
同
郷
の
後
輩
、
王
炎
午
（
字
鼎
翁
、
一

二
五
二
│
一
三
二
四
）
に
「
生
祭
文
丞
相
文
（
生
き
な
が
ら
に
文
丞
相
を
祭
る
の

（
�
）

文
）」（『
吾
汶
�
』
巻
四
、
以
下
「
生
祭
文
」）
が
あ
る
。
文
天
祥
は
宋
朝
残
存
政

権
の
消
滅
す
る
直
前
、
至
元
十
五
年
（
一
二
七
八
）
に
元
軍
に
捕
縛
さ
れ
、
大

都
へ
連
行
さ
れ
る
。
忠
臣
と
し
て
知
ら
れ
る
彼
の
晩
節
を
守
る
た
め
、「
生
祭

文
」
は
文
天
祥
に
生
存
の
有
害
無
益
を
論
理
的
に
説
き
、
道
中
に
お
け
る
速
や

か
な
自
決
を
促
す
。

「
生
祭
」
と
は
、「
生
き
な
が
ら
に
し
て
祭
る
」
の
意
で
あ
る
。
祭
文
は
、
死

者
も
し
く
は
自
然
物
を
祭
る
の
が
一
般
で
あ
り
、「
生
祭
文
」
の
ご
と
く
面
識

の
あ
る
人
物
を
生
前
に
祭
り
、
し
か
も
そ
の
死
を
勧
め
る
祭
文
は
、
中
国
文
学

の
常
識
を
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
読
書
人
の
眼
に
も
奇
異
に

映
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
元
・
歐
陽
玄
（
一
二
八
三
│
一
三
五
七
）
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

他
日
、
從
其
門
人
劉
君
省
吾
得
『
吾
汶
�
』
讀
之
。
至
「
生
祭
文
丞
相

文
」
作
而
歎
曰
：
嗚
呼
、
王
鼎
翁
、
宇
宙
奇
士
也
。
士
之
趣
人
以
自
裁

者
、
惟
朱
雲
於
其
師
蕭
望
之
。（『
吾
汶
�
』
巻
首
）

り
ゅ
う

せ
い
ご

よ

（
他
日
、
其
の
門
人
劉
君
省
吾
從
り
『
吾
汶
�
』
を
得
て
之
を
讀
む
。「
生
祭
文
丞

あ

あ

な
り

相
文
」
の
作
に
至
り
て
歎
じ
て
曰
く
、
嗚
呼
、
王
鼎
翁
、
宇
宙
の
奇
士
也
。
士
の

う
な
が

た

し
よ
う
ぼ
う
し

人
に
趣
す
に
自
裁
を
以
て
す
る
者
、
惟
だ
朱
雲
の
其
の
師
蕭
望
之
に
於
け
る
の

み
。）

前
漢
の
蕭
望
之
は
宣
帝
・
元
帝
の
二
代
に
仕
え
て
重
用
さ
れ
た
が
、
弘
恭
・
石

顯
ら
宦
官
と
の
政
争
に
敗
れ
て
失
脚
す
る
。
望
之
の
子
、
伋
が
上
書
し
て
弁
明

す
る
と
、
顯
ら
は
こ
れ
を
不
敬
に
当
た
る
と
し
、
望
之
を
投
獄
し
よ
う
と
し

た
。
こ
れ
を
知
っ
た
望
之
は
自
殺
を
思
う
が
、
妻
に
制
止
さ
れ
、
門
下
生
で
あ

っ
た
朱
雲
に
進
退
を
問
う
。
雲
は
自
決
を
勧
め
、
望
之
は
こ
れ
を
容
れ
て
服
毒

（
�
）

し
て
果
て
た
（『
漢
書
』
巻
七
八
蕭
望
之
傳
）。
歐
陽
玄
が
「
生
祭
」
の
先
行
例
に

言
及
せ
ず
、
漢
代
の
蕭
望
之
と
朱
雲
の
故
事
を
引
く
の
は
、
こ
れ
に
類
す
る
作

王
炎
午
「
生
祭
文
丞
相
文
」
と
そ
の
時
代

稲

垣

裕

史
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品
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。「
生
祭
文
」
に
関
す
る
先
行
研
究
、
許

懷
林
「
讀
『
生
祭
文
丞
相
文
』」（
姜
錫
東
・
李
華
瑞
主
編
『
宋
史
硏
究
論
叢
』
八
所

収
、
河
北
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
七
）
も
ま
た
、「
人
が
亡
く
な
れ
ば
祭
り
弔
う
も

の
だ
が
、
遺
恨
あ
る
仇
で
も
な
け
れ
ば
、
誰
が
人
の
死
を
促
し
、
没
前
に
弔
う

（
�
）

だ
ろ
う
か
」（
第
三
章
）
と
、
意
外
性
を
認
め
て
い
る
。

「
生
祭
」
が
王
炎
午
の
創
案
に
係
る
か
ど
う
か
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
り
、

本
稿
で
は
、
中
国
文
学
史
上
特
殊
な
作
例
で
あ
る
王
炎
午
「
生
祭
文
」
の
論
理

展
開
に
注
目
し
、「
祭
文
」
と
銘
打
た
れ
た
こ
の
一
篇
が
、
実
際
に
は
科
挙
受

験
用
の
「
論
」
の
書
式
に
則
っ
て
書
か
れ
て
お
り
、
文
体
か
ら
見
れ
ば
む
し
ろ

南
宋
期
の
標
準
的
特
徴
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一

王
炎
午
と
文
天
祥

ま
ず
、「
生
祭
文
」
の
作
成
時
期
、
お
よ
び
王
炎
午
と
文
天
祥
の
関
係
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
く
。

「
生
祭
文
」
作
成
の
経
緯
は
そ
の
序
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
梗
概
を
示
せ

ば
、
王
炎
午
と
そ
の
友
人
で
あ
る
劉
應
鳳
（
字
堯
擧
）
は
、
元
軍
に
捕
縛
さ
れ

た
ま
ま
生
き
長
ら
え
て
い
る
文
天
祥
の
進
退
を
嘆
き
、
こ
れ
を
題
材
と
し
た
詩

の
競
作
を
試
み
た
。
劉
は
詩
を
作
り
、
王
は
詩
の
代
わ
り
に
「
生
祭
文
」
を
作

っ
た
。
二
人
は
文
の
写
し
を
数
十
部
作
成
し
、
贛
州
か
ら
隆
興
府
（
洪
州
）
に

至
る
街
道
沿
い
に
掲
示
し
て
回
り
、
故
郷
を
通
過
す
る
文
天
祥
に
読
ま
せ
よ
う

（
�
）

と
し
た
、
と
い
う
。

文
天
祥
が
惠
州
海
豐
縣
の
五
坡
嶺
で
捕
縛
さ
れ
た
の
は
至
元
十
五
年
（
一
二

七
八
）
十
二
月
二
十
日
で
あ
り
（
文
天
祥
『
紀
年
錄
』
戊
寅
、
同
注
引
鄧
光
薦
「
丞

相
傳
」）、
彼
を
大
都
へ
連
行
す
る
護
送
隊
は
翌
年
四
月
二
十
二
日
に
廣
州
を
出

発
、
五
月
二
十
五
日
に
南
安
軍
、
二
十
八
日
に
贛
州
を
経
て
、
六
月
一
日
に
文

天
祥
の
故
郷
で
あ
る
吉
州
を
通
過
、
五
日
に
隆
興
府
に
到
着
し
て
い
る
（
同
上

己
卯
）。
文
天
祥
が
「
贛
自
り
洪
に
至
る
」（「
生
祭
文
」
序
、
註
（
４
）
参
照
）
旅

程
に
あ
っ
た
の
は
五
月
二
十
八
日
か
ら
六
月
五
日
ま
で
の
八
日
間
で
あ
り
、
道

す
が
ら
彼
に
「
生
祭
文
」
を
読
ま
せ
る
た
め
に
は
、
五
月
中
旬
に
は
完
成
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
が
序
文
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
成
時
期
は

文
天
祥
の
捕
縛
さ
れ
た
至
元
十
五
年
末
か
ら
翌
年
五
月
に
至
る
、
約
五
か
月
間

に
限
定
さ
れ
る
。

現
存
す
る
資
料
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
王
炎
午
と
文
天
祥
の
関
係
は
一
面
識
が

あ
っ
た
程
度
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
序
文
に
い
う
。

蓋
丞
相
初
起
兵
、
僕
嘗
赴
公
召
、
進
狂
言
。
有
曰
：「
願
名
公
復
毀
家

產
、
供
給
軍
餉
、
以
倡
士
民
助
義
之
心
。
請
購
淮
卒
、
參
錯
戎
行
、
以
訓

江
廣
烏
合
之
衆
。」
他
所
議
論
、
狂
斐
尤
多
。
慷
慨
�
愚
、
丞
相
嘉
納
、

委
帥
機
何
見
山
進
之
幕
府
、
授
職
從
戎
。
僕
以
身
在
太
學
、
父
没
未
葬
、

母
病
危
殆
、
屬
以
時
艱
、
恐
進
難
盡
忠
、
退
復
虧
孝
、
倥
偬
感
泣
控
辭
。

丞
相
憐
而
從
之
。

（
思
え
ば
丞
相
が
挙
兵
し
た
ば
か
り
の
頃
、
私
は
文
公
の
召
集
に
出
向
き
、
突
飛

な
進
言
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
ど
う
か
い
ま
一
度
家
財
を
投
げ
打
っ
て
兵
糧
に

当
て
、
士
民
の
義
勇
心
を
高
揚
さ
せ
ら
れ
ま
す
よ
う
。
ど
う
ぞ
淮
水
の
兵
卒
を
傭

９０



っ
て
共
に
従
軍
さ
せ
、
浙
江
・
広
州
の
烏
合
の
衆
を
教
育
な
さ
い
ま
す
よ
う
。」

他
の
議
論
は
そ
れ
以
上
の
放
言
で
あ
っ
た
。
世
を
嘆
く
愚
か
者
の
意
見
を
、
丞
相

は
快
く
受
け
容
れ
て
下
さ
り
、
参
謀
の
何
見
山
〔
何
時
〕
に
任
せ
て
幕
下
に
推
薦

し
、
職
を
授
け
て
従
軍
す
る
よ
う
取
り
は
か
ら
っ
た
。
私
は
太
学
に
籍
を
置
く

身
、
父
の
本
葬
が
終
わ
ら
ず
、
母
の
病
も
危
う
い
上
に
、
時
局
は
厳
し
く
、
従
軍

し
て
も
忠
義
を
尽
し
難
く
、
戻
っ
て
も
孝
道
を
全
う
で
き
ぬ
だ
ろ
う
と
、
お
ろ
お

ろ
と
す
す
り
泣
い
て
辞
退
を
訴
え
た
。
丞
相
は
同
情
し
、
そ
の
と
お
り
に
し
て
く

れ
た
。）

王
炎
午
が
文
天
祥
の
軍
営
を
訪
れ
た
の
は
德
祐
元
年
（
一
二
七
五
）
で
あ
る
。

こ
の
年
の
正
月
十
三
日
に
届
け
ら
れ
た
詔
書
に
応
じ
、
文
天
祥
は
故
郷
廬
陵
で

勤
王
軍
を
組
織
し
た
。
一
部
の
資
料
は
、
王
炎
午
が
文
天
祥
の
幕
下
で
一
定
期

（
�
）

間
従
軍
し
た
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
が
、
王
炎
午
は
献
策
に
訪
れ
た
の
み

で
幕
府
に
は
参
加
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
序
文
に
拠
れ
ば
、
王
炎
午
は

「
父
没
し
て
未
だ
葬
ら
ず
」
を
理
由
に
文
天
祥
の
推
挙
を
辞
し
て
お
り
、
王
炎

午
の
父
、
希
淮
は
德
祐
元
年
（
乙
亥
）
正
月
四
日
に
没
し
、
至
元
二
十
三
年

（
丙
戌
、
一
二
八
六
）
に
葬
ら
れ
て
い
る
（
王
炎
午
「
先
父
槐
坡
居
士
先
母
劉
氏
孺
人

事
状
」、『
吾
汶
�
』
巻
九
、
底
本
は
埋
葬
の
年
月
日
を
空
格
に
作
る
た
め
、
文
淵
閣
四

庫
全
書
本
に
拠
る
）。
つ
ま
り
王
炎
午
は
父
の
死
後
間
も
な
く
幕
府
を
訪
れ
た
の

で
あ
り
、
服
喪
中
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
暫
く
従
軍
し
、
途
中
で
葬
礼
を
理
由

に
軍
を
抜
け
た
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、
李
時
勉
「
王
炎
午
忠
孝
傳
」（
正
統
十
一
年
、
一
四
四
六
、『
吾
汶
�
』

巻
一
〇
）
は
「
太
學
上
舎
生
に
升
り
、
丞
相
文
公
（
天
祥
）・
靑
山
趙
公
（
文
）

と
同
に
遊
ぶ
」
と
、
王
炎
午
と
文
天
祥
の
間
に
は
献
策
以
前
か
ら
交
際
が
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
王
炎
午
の
太
学
入
学
は
咸
淳
十
年
（
甲
戌
、
一

二
七
四
、
前
出
「
先
父
槐
坡
居
士
先
母
劉
氏
孺
人
事
状
」）
で
あ
り
、
こ
の
年
文
天

祥
は
故
郷
吉
州
の
隣
、
贛
州
の
知
事
と
し
て
赴
任
地
に
居
た
。
王
炎
午
が
父
の

不
幸
の
た
め
に
太
学
を
離
れ
、
文
天
祥
が
勤
王
軍
を
立
ち
上
げ
る
の
は
そ
の
翌

年
で
あ
り
、
こ
の
一
年
足
ら
ず
の
間
に
遠
隔
地
に
あ
る
両
者
に
交
際
が
あ
っ
た

と
は
見
做
し
難
い
。
そ
し
て
、
現
在
の
『
吾
汶
�
』
は
残
稿
を
重
刊
し
た
も
の

だ
が
（
祝
尚
書
『
宋
人
別
集
敍
錄
』
巻
二
九
「
吾
汶
全
稿
」、
中
華
書
局
、
一
九
九

九
）、
少
な
く
と
も
現
行
本
に
収
録
さ
れ
る
詩
文
か
ら
は
德
祐
元
年
以
前
に
お

け
る
二
人
の
関
係
は
窺
え
な
い
。
も
し
献
策
以
前
に
面
識
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
平
生
の
交
際
に
つ
い
て
「
生
祭
文
」
序
文
や
本
文
に
言
及
さ
れ
て
然
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二

も
う
一
つ
の
「
生
祭
文
」

前
代
に
比
類
な
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
生
祭
文
」
だ
が
、
王
炎
午
の
同
時
代

人
に
作
例
が
あ
る
。
文
天
祥
よ
り
一
回
り
先
輩
に
あ
た
る
王
幼
孫
（
字
季
稚
、

號
自
觀
、
一
二
二
三
│
一
二
九
八
）
の
「
生
祭
文
丞
相
信
國
公
文
（
生
き
な
が
ら
に

文
丞
相
信
國
公
を
祭
る
の
文
）」（
乾
隆
『
吉
安
府
志
』
巻
七
二
藝
文
下
・
祭
文
）
で
あ

る
。
彼
の
事
跡
が
現
在
に
伝
わ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
元
・
程
鉅
夫
（
名
文
海
、

一
二
四
九
│
一
三
一
八
）「
自
觀
先
生
王
君
墓
碣
」
の
故
で
あ
ろ
う
。

宋
之
亡
、
其
友
文
丞
相
兵
敗
、
執
以
歸
。
過
廬
陵
、
謁
于
驛
舎
、
爲
文

９１ 王炎午「生祭文丞相文」とその時代９１



祭
之
、
期
以
必
死
。
辭
氣
忼
愾
、
左
右
嗚
咽
、
莫
能
仰
視
。（『
雪
樓
集
』

巻
二
〇
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）

と
も

と
ら

す

（
宋
の
亡
ぶ
や
、
其
の
友
文
丞
相

兵
敗
れ
、
執
は
れ
て
以
て
歸
す
。
廬
陵
を
過

つ
く

ぐ
る
に
、
驛
舎
に
謁
し
、
文
を
爲
り
て
之
を
祭
り
、
期
す
る
に
必
ず
死
す
る
を
以

て
す
。
辭
氣
忼
愾
に
し
て
、
左
右
嗚
咽
し
、
能
く
仰
視
す
る
莫
し
。）

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
王
幼
孫
は
護
送
中
の
文
天
祥
に
面
会
し
、
そ
の
場
で
祭
文
を

読
み
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
王
炎
午
の
「
生
祭
文
」
は
散
文
だ
が
、
王
幼
孫
の

祭
文
は
四
字
句
の
韻
文
で
書
か
れ
て
い
る
。

嗚
呼
、
人
皆
貪
生
、
公
死
如
歸
。
人
爲
公
悲
、
吾
爲
公
祈
。
我
知
公

心
、
豈
此
而
止
。
而
至
於
此
、
則
又
何
俟
。
方
其
從
容
、
人
已
或
�
。
我

知
公
心
、
感
慨
易
耳
。

（
あ
あ
、
人
は
み
な
生
を
貪
る
の
に
、
貴
方
は
死
を
物
と
も
せ
ぬ
。
人
は
貴
方
の

た
め
に
悲
し
む
が
、
私
は
貴
方
の
た
め
に
祈
る
。
私
は
貴
方
の
気
持
が
分
か
っ
て

い
る
、
こ
こ
で
終
わ
る
と
は
思
っ
て
い
ま
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
も
は
や
何
を
待
と
う
と
い
う
の
か
。
の
ん
び
り
と
し
て
い
る

様
子
に
、
批
判
を
浴
び
せ
る
者
も
あ
る
。
私
は
貴
方
の
気
持
が
分
か
っ
て
い
る
、

そ
う
し
た
声
に
き
っ
と
慨
嘆
し
て
い
よ
う
。）

王
幼
孫
の
祭
文
も
文
天
祥
に
死
を
勧
め
る
も
の
だ
が
、
そ
の
言
辞
は
「
而
る
に

こ
こ

い
た
ず
ら

此
に
至
り
て
、
則
ち
又
た
何
を
か
俟
た
ん
」、
ま
た
結
句
の
「
彼
の
徒
に
生
き

は

な

る
者
、
尚
ほ
何
を
か
爲
さ
ん
哉
（
彼
徒
生
者
、
尚
何
爲
哉
）」
の
ご
と
く
間
接
的

で
、
後
に
見
る
よ
う
に
直
截
に
死
を
勧
め
る
王
炎
午
と
は
表
現
の
上
で
も
対
称

わ
れ

的
で
あ
る
。
王
幼
孫
の
祭
文
に
「
我

公
と
友
た
る
や
、
�
衣
と
裘
褐
な
り

（
我
與
公
友
、
�
衣
裘
褐
）」、
ま
た
程
鉅
夫
の
墓
碣
銘
に
「
其
の
友
」
と
あ
る
の

を
信
ず
れ
ば
、
文
天
祥
と
は
以
前
か
ら
交
際
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
く
、
や
は
り

王
炎
午
と
対
称
を
な
し
て
い
る
。

文
天
祥
の
処
刑
後
、
王
炎
午
と
王
幼
孫
は
そ
れ
ぞ
れ
「
望
祭
文
丞
相
（
望
み

て
文
丞
相
を
祭
る
）」（『
吾
汶
�
』
巻
四
）、「
祭
文
丞
相
信
國
公
歸
葬
文
（
文
丞
相

信
國
公
の
歸
り
葬
ら
る
る
を
祭
る
の
文
）」（
前
掲
乾
隆
『
吉
安
府
志
』
巻
七
二
）
を
作

っ
て
い
る
。
王
炎
午
の
い
う
「
望
祭
」
と
は
、
そ
の
序
に
「
謹
ん
で
痛
哭
し
て

望�

み
奠
し
、
再
び
一
言
を
致
す
（
謹
痛
哭
望
奠
、
再
致
一
言
）」
と
あ
る
よ
う
に
、

廬
陵
に
住
む
王
炎
午
が
遠
方
を
望
み
、
遥
か
北
方
の
大
都
で
刑
死
し
た
文
天
祥

を
祭
る
の
意
で
あ
る
。
散
文
で
書
か
れ
た
王
炎
午
「
生
祭
文
」
に
対
し
、「
望

祭
文
」
は
四
字
句
に
よ
る
四
句
換
韻
の
隔
句
韻
を
踏
み
、
謹
厳
た
る
祭
文
の
風

格
を
持
つ
。
一
方
、
王
幼
孫
は
「
生
祭
」
が
四
字
句
の
韻
文
で
あ
り
、「
歸
葬
」

ま
じ

の
祭
文
は
長
短
の
句
を
雑
え
た
騈
文
で
あ
る
。
王
炎
午
「
生
祭
文
」
の
末
尾
は

「
訃
を
聞
か
ば
則
ち
哭
せ
ん
」（
次
章
参
照
）
と
結
ば
れ
て
お
り
、
訃
報
に
接
し

た
後
、
そ
の
予
告
に
答
う
る
べ
く
し
て
書
か
れ
た
の
が
「
望
祭
文
」
で
あ
る
。

先
の
文
が
散
文
、
後
の
文
が
韻
文
と
い
う
形
式
は
、
墓
誌
銘
に
お
け
る
序
と
銘

の
関
係
を
思
わ
せ
る
。
故
人
の
事
績
を
讃
え
る
と
い
う
祭
文
本
来
の
役
割
は
、

（
�
）

二
つ
の
文
が
揃
っ
て
始
め
て
果
た
さ
れ
る
と
言
え
る
。

三
「
生
祭
文
」
の
論
理
展
開

「
生
祭
文
」
は
、「
嗚
呼
、
一
節
四
忠
、
公
を
待
ち
て
六
た
り
。
位
を
其
の
閒

９２



つ
く

に
爲
り
、
訃
を
聞
か
ば
則
ち
哭
せ
ん
（
嗚
呼
、
一
節
四
忠
、
待
公
而
六
。
爲
位
其

閒
、
聞
訃
則
哭
）」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
許
懷
林
の
論
攷
は
、「
生

祭
文
」
の
内
容
を
①
時
局
分
析
、
②
歴
史
上
の
忠
臣
た
ち
の
事
例
、
③
文
天
祥

の
生
存
が
旧
君
に
対
し
て
及
ぼ
す
害
悪
、
④
故
郷
の
期
待
、
⑤
晩
節
を
遂
げ
る

（
�
）

意
義
、
の
五
つ
に
分
け
、
①
│
④
が
「
忠
」、
⑤
が
「
節
」
に
ま
つ
わ
る
議
論

（
�
）

で
あ
り
、
結
語
の
「
一
節
四
忠
」
は
こ
れ
ら
五
つ
の
論
点
を
謂
う
と
解
釈
す
る

（
第
二
章
）。
こ
れ
は
多
分
に
穿
っ
た
見
方
で
あ
っ
て
、「
一
節
四
忠
」
と
は
、

文
天
祥
の
故
郷
廬
陵
（
お
よ
び
吉
州
）
に
縁
の
あ
る
先
輩
文
人
、
文
節�

公
楊
萬

里
（『
宋
史
』
巻
四
三
三
儒
林
）、
文
忠�

公
歐
陽
脩
（
巻
三
一
九
）、
忠�

襄
公
楊
邦
乂

（
巻
四
四
七
忠
義
）、
忠�

�
公
胡
銓
（
巻
三
七
四
）、
文
忠�

公
周
必
大
（
巻
三
九
一
）

（
�
）

の
五
人
に
他
な
ら
な
い
。
文
天
祥
『
紀
年
錄
』
壬
午
（
至
元
十
九
年
、
一
二
八

二
）
注
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

後
至
治
三
年
癸
亥
、
吉
安
郡
庠
奉
公
貂
蟬
冠
・
法
服
像
、
與
歐
陽
文
忠�

公
脩
・
楊
忠�

襄
公
邦
乂
・
胡
忠�

�
公
銓
・
周
文
忠�

公
必
大
・
楊
文
節�

公
萬

里
・
胡
剛
�
公
夢
昱
、
序
列
祠
于
先
賢
堂
…
…
。
廬
陵
舊
有
「
四
忠
一

（
�
）

節
」
之
稱
、
今
爲
「
五
忠
一
節
」
云
。

の
ち

（
後

至
治
三
年
癸
亥
〔
一
三
二
三
〕、
吉
安
の
郡
庠

公
の
貂
蟬
冠
・
法
服
の
像

を
奉
り
て
、
歐
陽
文
忠
公
脩
・
楊
忠
襄
公
邦
乂
・
胡
忠
�
公
銓
・
周
文
忠
公
必
大

・
楊
文
節
公
萬
里
・
胡
剛
�
公
夢
昱
と
、
序
列
し
て
先
賢
堂
に
祠
る
…
…
。
廬
陵

も
と

い
ま

の
み

に
舊
「
四
忠
一
節
」
の
稱
有
り
、
今
「
五
忠
一
節
」
と
爲
す
云
。）

許
氏
の
分
析
と
解
釈
の
妥
当
性
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
す
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、

祭
文
は
全
四
段
、
う
ち
第
二
段
は
三
節
に
分
け
ら
れ
る
。

（
ａ
）
四
つ
の
名
誉
・
一
つ
の
死

第
一
段
に
つ
い
て
は
、
前
稿
（「
二
つ
の
『
指
南
錄
』
自
序
」
第
七
章
、『
中
國
文

學
報
』
七
九
、
二
〇
一
〇
、
以
下
同
）
に
そ
の
大
部
分
を
引
用
し
た
。
冒
頭
は

「
維
れ
□
年
□
月
□
日
、
里
學
生
・
舊
太
學
觀
化
齋
生
の
王
鼎
翁
、
謹
ん
で
西

山
の
薇
を
採
り
、
汨
羅
の
水
を
酌
み
て
、
哭
し
て
丞
相
文
山
先
生
の
未
だ
死
せ

ざ
る
の
靈
に
祭
る
」
と
、
確
か
に
祭
文
の
定
型
に
則
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の

後
、
純
然
た
る
議
論
文
に
変
わ
る
（
以
下
、
第
一
段
の
原
文
・
現
代
日
本
語
訳
は
本

稿
第
四
章
を
参
照
）。

ま
ず
、
文
天
祥
の
輝
か
し
い
経
歴
に
唯
一
欠
け
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
「
一

死
」
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、
な
ぜ
現
在
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
の
か
、
そ

あ

な

の
理
由
を
問
い
糾
す
。
王
炎
午
は
、「
豈
に
丞
相

尚
ほ
脱�

去�

せ
ん
と
欲
す
る

か耶
、
尚
ほ
爲�

す
有�

る
を
欲
す
る
耶
。
或
ひ
は
不�

屈�

を
以
て
心
と
爲
し
、
而
し
て

そ
も
そ

不�

死�

を
以
て
事
と
爲
す
耶
。
抑
も
舊�

主�

の
尚
ほ
在
り
て
、
未
だ
棄
捐
す
る
に
忍

び
ざ
る
耶
、
果
し
て
脱�

去�

せ
ん
と
欲
す
る
耶
」
と
、
三
つ
の
理
由
を
想
定
し
て

い
る
。
第
一
に
「
脱
去
」
と
「
有
爲
」、
す
な
わ
ち
逃
亡
し
て
再
起
を
図
る
つ

も
り
な
の
か
。
第
二
に
「
不
屈
」
と
「
不
死
」、
投
降
せ
ぬ
ま
ま
生
を
貫
く
の

か
。
第
三
に
「
舊
主
」、
降
伏
し
た
瀛
國
公
（
宋
德
祐
帝
）
が
未
だ
健
在
で
あ
る

た
め
、
臣
下
と
し
て
気
掛
り
だ
か
ら
生
き
て
い
る
の
か
。
最
後
に
「
果
し
て
脱�

去�

せ
ん
と
欲
す
る
耶
」
と
、
い
ま
一
度
「
脱
去
」
に
言
及
し
て
い
る
。
再
度
の

言
及
は
第
三
の
想
定
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
、
旧
主
に
未
練
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

９３ 王炎午「生祭文丞相文」とその時代９３



や
は
り
逃
亡
し
て
彼
を
擁
立
し
、
再
起
を
図
る
つ
も
り
な
の
か
、
と
問
う
の
で

あ
ろ
う
。（

ｂ
）
生
存
の
否
定

（
イ
）「
有
爲
」
│
│
再
起
の
可
能
性
に
関
す
る
論
難

第
一
段
に
挙
げ
ら
れ
た
三
つ
の
生
存
理
由
、「
有
爲
」「
不
屈
」「
舊
主
」
は
、

第
二
段
に
お
い
て
逐
一
論
難
さ
れ
る
。
第
一
の
「
有
爲
」
の
論
難
は
以
下
の
ご

と
く
説
き
起
さ
れ
る
。

夫
伏
橋
於
厠
舍
之
後
、
投
筑
之
目
�
之
餘
、
於
是
希
再
縱
、
求
再
生
、

則
二
子
爲
不
知
矣
。
尚
欲
有
所
爲
耶
。

（
さ
て
、
豫
讓
は
厠
に
隠
れ
た
の
ち
橋
に
潜
伏
し
、
高
漸
離
は
失
明
の
あ
と
筑
を

投
げ
つ
け
ま
し
た
が
、
そ
の
上
も
ま
た
釈
放
を
願
い
、
ま
た
生
存
を
求
め
る
な

ど
、
両
人
は
思
い
も
よ
り
ま
せ
ぬ
。
ま
だ
為
す
こ
と
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
。）

「
尚
ほ
爲
す
所
有
る
を
欲
す
る
耶
」
と
、
第
一
段
の
設
問
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
の
に
注
意
し
た
い
（
厳
密
に
は
「
所
」
字
の
有
無
に
異
同
あ
り
）。
後
に
確
認
す

る
よ
う
に
、
第
二
段
に
お
け
る
議
論
の
転
換
は
、
い
ず
れ
も
第
一
段
の
設
問
の

再
提
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

続
い
て
、
南
北
の
統
一
さ
れ
た
今
、
も
は
や
天
の
定
め
た
時
勢
に
人
の
抗
う

余
地
は
な
い
、
と
時
局
を
分
析
し
た
後
、
人
臣
た
る
者
、
時
局
い
ま
だ
決
せ

ず
、
挽
回
の
余
地
あ
ら
ば
生
き
て
死
力
を
尽
す
も
、
不
幸
に
し
て
虜
と
な
れ
ば

（
�
）

自
決
し
て
名
分
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
論
ず
る
。
手
本
と
す
べ
き
は

唐
の
烈
士
、
顏
杲
卿
や
張
巡
で
あ
り
、
漢
の
李
陵
で
は
な
い
。

李
陵
降
矣
、
而
曰
「
欲
有
爲
」、
且
思
刎
頸
以
見
志
。
其
言
誠
僞
既
不

可
知
、
況
形
拘
勢
禁
、
不
及
爲
者
十
常
八
九
、
惟
不
刎
、
刎
豈
足
以
見

志
。
向
使
李
陵
降
後
死
他
故
、
則
頸
且
不
及
刎
、
志
何
能
自
明
哉
。
丞
相

之
不
爲
陵
、
不
待
知
者
而
信
。
奈
何
慷
慨
遲
回
、
日
久
月
積
。
志
消
氣

餒
、
不
陵
亦
陵
。
豈
不
惜
哉
。

（
李
陵
は
投
降
し
た
に
も
拘
ら
ず
「
為
す
こ
と
あ
り
」
と
い
い
、
そ
の
う
え
自
刎

し
て
意
志
を
示
そ
う
と
し
ま
し
た
。
言
葉
の
真
偽
も
知
り
得
な
い
上
に
、
ま
し
て

拘
束
さ
れ
て
自
由
が
利
か
ぬ
と
あ
ら
ば
、
十
中
八
九
実
行
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
自

刎
し
な
い
者
が
自
刎
で
意
志
を
示
せ
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
李
陵
が
降
伏
の
後
に
別

の
原
因
で
死
ね
ば
自
刎
も
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
す
か
ら
、
い
か
で
意
志
を
示
せ
ま

し
ょ
う
。
丞
相
が
李
陵
の
ご
と
く
な
ら
ぬ
の
は
、
知
己
な
ら
ず
と
も
信
じ
て
お
り

ま
す
。
ど
う
し
て
歎
く
ば
か
り
で
躊
躇
し
、
あ
た
ら
月
日
を
重
ね
て
お
ら
れ
る
の

で
す
か
。
意
志
滅
し
て
気
力
萎
ゆ
れ
ば
、
李
陵
で
な
く
と
も
李
陵
に
な
る
で
し
ょ

う
。
残
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。）

第
一
の
論
難
の
核
心
は
、
以
上
に
掲
げ
た
李
陵
の
去
就
に
関
す
る
議
論
で
あ

る
。
敵
地
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
な
ら
ば
、
李
陵
同
様
、
再
起
は
お
ろ
か
自
決

に
よ
る
意
思
表
示
す
ら
叶
わ
な
く
な
る
と
し
て
、「
有
爲
」
の
選
択
肢
は
否
定

さ
れ
る
。

９４



（
ロ
）「
不
屈
」
│
│
不
屈
服
の
態
度
に
関
す
る
論
難

第
二
、「
不
屈
」
の
論
難
の
冒
頭
で
も
、
第
一
段
の
設
問
が
再
提
示
さ
れ
る
。

議
論
の
要
は
蘇
武
の
去
就
で
あ
る
。

欲
不
屈
而
不
死
耶
。
惟
蘇
子
卿
可
。
漢
室
方
隆
、
子
卿
使
耳
、
非
有
興

復
事
也
、
非
有
抗
師
讐
也
。
丞
相
何
俟
。

（
屈
服
ぜ
ず
死
な
ず
に
い
よ
う
と
な
さ
る
の
で
す
か
。
こ
れ
は
蘇
武
の
み
許
さ
れ

る
こ
と
。
折
し
も
漢
王
室
は
隆
盛
の
さ
な
か
、
蘇
武
は
一
介
の
使
者
で
あ
り
、
王

朝
再
興
の
必
要
も
な
く
、
争
う
べ
き
仇
敵
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
丞
相
は
何
を
待

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。）

敵
に
捕
わ
れ
、
降
伏
を
拒
ん
だ
文
天
祥
は
、
蘇
武
と
似
た
境
遇
に
あ
る
。
し
か

し
蘇
武
は
漢
の
最
盛
期
に
仕
え
た
一
介
の
使
者
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
匈
奴
遠
征
は

い
く
さ

王
室
の
存
亡
を
賭
け
た
戦
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
文
天
祥
は
中
原
の
回
復
が

悲
願
で
あ
る
宋
の
宰
相
で
、
元
朝
は
国
を
挙
げ
て
抗
う
べ
き
仇
敵
で
あ
る
。
蘇

武
は
帰
朝
の
日
を
辛
抱
強
く
待
ち
続
け
た
が
、
文
天
祥
に
は
も
は
や
帰
す
べ
き

朝
廷
す
ら
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
不
屈
」
の
意
義
を
否
定
し
去
っ
た
後
、「
降
る
と
死
す
る
と

ま
さ

は
、
當
に
分
有
る
べ
し
矣
（
降
與
死
、
當
有
分
矣
）」
と
、
古
人
の
例
を
二
つ
引

い
て
い
る
。
一
つ
は
、
史
思
明
討
伐
に
あ
た
り
、
不
測
の
事
態
に
備
え
て
軍
靴

に
自
決
用
の
匕
首
を
忍
ば
せ
た
唐
の
李
光
弼
、
い
ま
一
つ
は
後
唐
の
李
存
勗
に

包
囲
さ
れ
、
み
ず
か
ら
を
殺
害
す
る
よ
う
近
臣
に
命
じ
た
、
後
梁
帝
の
朱
友
貞

（
�
）

い
わ
ん

で
あ
る
。
二
つ
の
事
例
を
挙
げ
た
後
、「
屈
す
る
を
す
ら
且
つ
保
た
ず
、
況
や

や

屈
せ
ざ
る
を
乎
。
丞
相
死
せ
ず
ん
ば
、
當
に
丞
相
を
死
せ
し
む
る
者
有
る
べ
し

矣
（
屈
且
不
保
、
況
不
屈
乎
。
丞
相
不
死
、
當
有
死
丞
相
者
矣
）」、
生
を
全
う
す
る

の
は
降
伏
者
で
す
ら
難
し
い
の
に
、
屈
服
せ
ぬ
な
ら
ば
な
お
の
事
、
き
っ
と
何

者
か
に
謀
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
自
決
し
て
忠
孝
の
道
を
全
う
せ
よ
、

と
議
論
が
続
く
。

（
ハ
）「
舊
主
」
│
│
旧
君
へ
の
未
練
に
関
す
る
論
難

第
三
の
「
舊
主
」
に
関
す
る
論
駁
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
第
一
段
の

設
問
「
舊
主
尚
ほ
在
る
を
以
て
、
未
だ
棄
捐
す
る
に
忍
び
ざ
る
耶
（
以
舊
主
尚

在
、
未
忍
棄
捐
耶
）」
に
始
ま
る
。
そ
し
て
、
亡
国
の
王
族
に
対
す
る
憐
憫
の
情

が
災
禍
を
も
た
ら
し
た
事
例
を
、
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
五
代
十
国
・
呉
の

建
国
者
、
楊
行
密
の
子
孫
で
あ
る
。
行
密
の
四
子
、
溥
か
ら
禅
譲
を
受
け
た
李

�
（
後
の
南
唐
先
主
）
は
、
楊
氏
一
族
を
海
陵
に
軟
禁
し
て
存
続
を
認
め
た
が
、

後
周
・
世
宗
の
遠
征
を
受
け
た
次
代
の
李
景
（
南
唐
中
主
、「
生
祭
文
」
は
「
李

�
」
に
作
る
）
は
混
乱
に
乗
じ
た
楊
氏
の
暴
動
を
恐
れ
、
一
族
を
皆
殺
し
に
し

た
。
も
う
一
つ
は
、
前
蜀
の
皇
帝
で
あ
っ
た
王
衍
の
一
族
で
あ
る
。
後
唐
の
莊

宗
は
、
帰
順
し
た
王
衍
に
宗
族
の
安
全
を
保
証
し
た
が
、
後
に
楽
人
景
進
の
進

（
�
）

言
を
容
れ
て
、
一
族
を
誅
滅
し
た
。
さ
れ
ば
文
天
祥
の
憐
憫
が
徒
と
な
り
、
先

に
降
服
し
た
宋
の
旧
主
、
瀛
國
公
が
誅
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

夫
以
趙
祖
之
遇
降
主
、
天
固
巧
於
報
德
、
然
建
其
暫
處
、
皓
坐
苟
安
。

９５ 王炎午「生祭文丞相文」とその時代９５



舊
主
正
坐
於
危
疑
、
羈
臣
猶
事
於
�
�
、
而
聲
氣
所
逼
、
猜
嫌
必
生
、
豈

無
李
�
之
疑
。
或
有
景
進
之
計
、
則
丞
相
於
舊
主
、
不
足
爲
情
、
而
反
爲

害
矣
。

（
さ
て
、
宋
太
祖
が
降
伏
国
の
君
主
を
厚
遇
し
た
た
め
に
、
天
も
そ
の
功
徳
に
は

う
ま
く
報
い
ま
し
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
仮
の
宿
り
を
打
立
て
、
一
時
の
安
息
に
あ
ぐ

ら
を
か
け
た
の
で
す
。
旧
君
は
ま
さ
に
疑
念
の
さ
な
か
に
居
り
、
羈
旅
の
臣
は
い

ま
だ
頑
な
な
態
度
の
ま
ま
。
さ
す
れ
ば
周
囲
の
噂
か
ら
き
っ
と
猜
疑
が
生
じ
、
李

�
〔
史
実
で
は
李
景
〕
の
よ
う
な
嫌
疑
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
ま
せ
ん
。
景
進
の
如

き
計
略
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
丞
相
は
旧
君
に
同
情
す
る
必
要
の
な
い
ば
か
り
か
、

か
え
っ
て
害
と
な
る
で
し
ょ
う
。）

こ
う
し
て
、
第
一
段
に
挙
げ
ら
れ
た
三
つ
の
生
存
理
由
は
、
全
て
否
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

（
ｃ
）
同
郷
と
主
従

祭
文
の
献
呈
者
・
王
炎
午
と
、
そ
の
享
受
者
・
文
天
祥
の
関
係
は
、
第
三
段

に
お
い
て
初
め
て
明
か
さ
れ
る
。

鼎
翁
、
丞
相
鄕
之
晩
進
士
也
。
前
成
均
之
弟
子
員
也
。
進
而
父
没
、
退

而
國
亡
、
生
雖
愧
陳
東
報
�
之
忠
、
死
不
效
陸
機
入
洛
之
恥
。
丞
相
起

兵
、
次
鄕
國
、
時
有
少
年
狂
子
持
斐
牘
叫
軍
門
、
丞
相
察
其
憂
憤
而
進

之
、
憐
其
親
老
而
退
之
、
非
僕
也
耶
。

（
わ
た
く
し
鼎
翁
は
、
丞
相
の
故
郷
の
後
輩
、
旧
太
学
の
学
生
で
す
。
世
に
出
る

や
父
が
み
ま
か
り
、
戻
る
と
国
が
滅
び
ま
し
た
が
、
�
京
で
直
訴
し
た
陳
東
に
生

き
て
恥
じ
入
る
と
も
、
洛
陽
に
入
京
し
た
陸
機
の
ご
と
き
恥
は
死
ん
で
も
被
り
ま

せ
ぬ
。
丞
相
が
挙
兵
し
て
故
国
に
駐
屯
さ
れ
た
折
、
分
別
の
無
い
若
者
が
檄
文
を

片
手
に
軍
門
に
叫
ん
で
お
り
ま
し
た
。
丞
相
は
彼
の
憂
憤
を
察
し
て
推
挙
し
、
ま

た
そ
の
年
老
い
た
親
を
気
遣
っ
て
帰
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
者
こ
そ
私
で
は
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
か
。）

既
に
論
じ
た
と
お
り
、
王
炎
午
と
文
天
祥
は
、
こ
こ
に
回
想
さ
れ
る
献
策
の
際

が
初
対
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
祭
文
で
は
主
従
の
関
係
に
比
し
て
い

る
。

啓
手
啓
足
、
非
曾
參
乎
。
得
正
而
斃
、
乃
取
童
子
之
一
言
。
血
指
慷

（
�
）

慨
、
非
南
八
乎
。
抗
義
遲
回
、
終
待
張
巡
之
一
呼
。
進
薄
昭
之
素
服
、
先

元
亮
之
挽
歌
、
願
與
丞
相
商
之
。

（
死
の
床
で
手
足
を
露
わ
に
し
た
の
は
、
曾
參
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
彼
が
礼
法

ど
お
り
正
し
く
臨
終
を
迎
え
た
の
は
、
側
仕
え
の
小
僧
の
言
を
受
け
容
れ
た
か
ら

で
す
。
血
ま
み
れ
の
指
で
悲
憤
慷
慨
し
た
の
は
、
南
霽
雲
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

義
を
高
唱
し
て
帰
還
の
遅
れ
た
彼
は
、
最
後
ま
で
張
巡
の
指
令
を
待
っ
て
い
ま
し

た
。
薄
昭
の
着
た
死
装
束
を
献
上
し
て
、
陶
淵
明
の
歌
っ
た
挽
歌
に
先
立
ち
、
願

わ
く
ば
丞
相
と
話
し
合
い
た
く
存
じ
ま
す
。）

父
母
よ
り
受
け
た
手
足
を
傷
つ
け
ず
、
臨
終
に
あ
っ
て
童
僕
の
言
に
従
っ
た
曾

子
（『
論
語
』
泰
伯
、『
禮
記
』
檀
弓
上
）、
指
を
噛
み
切
っ
て
張
巡
の
使
命
を
全
う

せ
ん
と
し
た
南
霽
雲
（
柳
宗
元
「
唐
故
特
進
贈
開
府
儀
同
三
司
揚
州
大
都
督
南
府
君

睢
陽
廟
碑
」、
又
見
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
九
唐
肅
宗
紀
等
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
孝
・
忠

９６



を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。
自
ら
の
献
策
に
耳
を
傾
け
た
文
天
祥
を
曾
子
に
、

文
天
祥
の
檄
に
応
じ
て
軍
門
を
叩
い
た
自
ら
を
南
霽
雲
に
喩
え
て
い
る
。
一
面

識
し
か
な
い
関
係
を
主
従
に
比
す
の
は
、
説
得
の
た
め
の
修
辞
に
他
な
ら
な

い
。
主
従
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
敢
え
て
「
素
服
」
を
献
じ
て
自
決
を
促
し
、「
挽

歌
」
よ
り
も
先
に
死
者
葬
送
の
祭
文
を
作
る
の
だ
と
、
常
に
反
し
た
自
ら
の
言

動
の
正
当
性
を
説
い
て
い
る
。
祭
文
は
そ
の
後
、「
廬
陵
は
丞
相
の
父
母
の
邦

に
非
ざ
る
乎
（
廬
陵
非
丞
相
父
母
邦
乎
）」
と
、
故
郷
に
お
け
る
死
を
あ
く
ま
で

願
い
続
け
た
貴
婦
人
、
ま
ず
後
蜀
・
孟
昶
の
母
李
氏
、
続
い
て
後
晉
・
高
祖
の

（
�
）

皇
后
李
太
后
と
出
帝
の
母
安
太
妃
を
例
に
挙
げ
、
男
子
た
る
文
天
祥
は
な
お
の

こ
と
、
敵
地
で
死
ぬ
べ
き
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

（
ｄ
）
名
誉
の
死
・
不
名
誉
な
死

た
ふ

「
人

七
日
穀
せ
ざ
れ
ば
則
ち
斃
る
」
よ
り
始
ま
る
最
終
段
は
、
自
刎
が
叶

（
�
）

わ
ぬ
の
な
ら
餓
死
に
よ
っ
て
故
郷
に
死
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
死
が
も

た
ら
す
名
誉
、
そ
し
て
そ
れ
と
は
逆
の
、
生
存
に
よ
っ
て
起
こ
り
得
る
不
名
誉

な
死
を
列
挙
す
る
。

廬
陵
盛
矣
、
科
目
尊
矣
、
丞
相
・
忠
烈
、
合
爲
一
傳
。
舊
主
得
老
、
死

於
降
邸
、
宋
亡
而
趙
不
絶
矣
。
不
然
、
或
拘
囚
不
死
、
或
秋
暑
冬
寒
、
五

日
不
汗
、
瓜
蒂
噴
鼻
死
。
溺
死
、
畏
死
、
排
牆
死
。
盜
賊
死
、
毒
蛇
死
、

猛
虎
死
。

（
廬
陵
は
栄
え
る
で
し
ょ
う
。
科
挙
の
業
績
は
尊
ば
れ
る
で
し
ょ
う
。
丞
相
傳
と

忠
烈
傳
は
史
書
の
中
で
一
体
と
な
る
で
し
ょ
う
。
旧
君
は
無
事
に
余
生
を
送
っ
て

降
伏
先
の
邸
宅
に
没
し
、
宋
が
滅
ぶ
と
も
趙
氏
の
家
系
は
絶
え
ぬ
で
し
ょ
う
。
さ

も
な
く
ば
、
拘
留
さ
れ
た
ま
ま
死
な
ぬ
か
も
し
れ
な
い
し
、
秋
の
残
暑
や
冬
の
寒

さ
の
た
め
、
感
冒
か
瘧
で
死
ぬ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
溺
死
す
る
か
、
謂
わ
れ
無
き

罪
に
釈
明
も
叶
わ
ぬ
ま
ま
死
ぬ
か
、
壁
の
崩
落
で
圧
死
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

盜
賊
に
殺
さ
れ
、
毒
蛇
に
咬
み
殺
さ
れ
、
猛
虎
に
食
い
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。）

「
五
日
不
汗
」（
後
述
）
以
下
は
病
死
、「
溺
死
」
以
下
は
孝
道
に
反
す
る
死
、

（
�
）

「
盜
賊
死
」
以
下
は
非
業
の
死
を
そ
れ
ぞ
れ
謂
う
。
死
の
羅
列
は
、
文
天
祥

『
指
南
錄
』
後
序
に
お
け
る
瀕
死
体
験
の
列
挙
を
思
わ
せ
る
が
、
前
稿
で
論
じ

た
よ
う
に
、「
生
祭
文
」
は
『
指
南
錄
』
中
の
言
説
を
意
識
的
に
用
い
て
い
る

か
ら
、
こ
れ
も
そ
う
し
た
例
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
死
は
、
い
く

ら
潔
く
と
も
手
抜
か
り
の
あ
る
死
に
方
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
が

為
に
瀛
國
公
の
心
が
揺
れ
、「
舊
主
」
の
論
難
の
ご
と
く
誅
殺
の
憂
き
目
に
遭

う
か
も
し
れ
ぬ
。
旧
主
が
刑
死
す
れ
ば
、
文
天
祥
は
主
君
を
死
に
至
ら
し
め
た

逆
臣
と
な
り
、
意
に
反
し
て
見
殺
し
に
し
た
事
を
後
悔
す
る
に
違
い
な
い
が
、

（
�
）

そ
の
時
に
は
も
は
や
取
返
し
は
つ
か
な
い
。
そ
の
よ
う
に
論
じ
た
後
、
既
に
触

れ
た
「
一
節
四
忠
」
に
言
及
し
、
祭
文
は
結
ば
れ
る
。

四

文
体
と
修
辞
に
み
る
時
代
性

許
懷
林
の
論
攷
は
、「
生
祭
文
」
を
「
奇
文
」
か
つ
「
時
文
」
で
あ
る
と
評

９７ 王炎午「生祭文丞相文」とその時代９７



し
て
い
る
。
生
者
に
死
を
促
す
祭
文
を
作
り
、
そ
れ
を
広
汎
な
地
域
に
貼
附
け

て
歩
い
た
が
故
に
「
奇
文
」
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
思
潮
を
反
映
す
る
が
故
に

（
�
）

「
時
文
」
で
あ
る
と
い
う
論
旨
だ
が
（
第
三
章
）、「
時
文
」
と
す
べ
き
は
「
生

祭
文
」
の
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
文
体
で
あ
る
。
祝
尚
書
『
宋
代
科
擧
與
文

學
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
）
に
拠
れ
ば
、「
時
文
」
と
は
一
時
期
に
流
行
し
、

決
ま
っ
た
書
式
を
持
っ
た
科
挙
受
験
用
の
文
体
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
詩
賦
、

策
論
、
経
義
を
謂
う
（
第
九
章
「
宋
代
的
科
擧
時
文
：
詩
賦
」
総
序
）。
宋
末
を
代

表
す
る
文
学
者
劉
辰
翁
の
子
、
劉
將
孫
（
一
二
五
七
│
？
）
の
文
に
「
經
・
賦

・
論
・
策
を
以
て
時�

文�

と
為
し
、
碑
・
銘
・
敍
・
題
・
贊
・
箴
・
頌
も
て
古�

文�

と
爲
す
」（「
題
曾
同
父
文
後
」、『
養
吾
齋
集
』
巻
二
五
）
と
あ
る
か
ら
に
は
、
碑
誌

伝
状
に
類
す
る
祭
文
は
当
時
の
一
般
認
識
に
お
い
て
古
文
に
属
し
て
い
た
筈
で

（
�
）

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
生
祭
文
」
の
論
理
展
開
は
時
文
に
属
す
る
策
論
に
近
似

し
、
そ
の
修
辞
も
時
文
で
あ
る
律
賦
と
縁
の
深
い
、
四
六
文
の
特
徴
を
呈
し
て

い
る
。

（
ａ
）
策
論
の
文
体

祝
尚
書
に
拠
れ
ば
、「
策
」
と
「
論
」
は
内
容
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
（
前

掲
書
第
十
章
「
宋
代
的
科
擧
時
文
：
策
論
」
第
一
節
）、
文
体
や
論
法
は
共
通
し
て

お
り
（
同
第
十
章
総
序
）、
本
来
は
自
由
な
古
文
で
あ
っ
た
の
が
徐
々
に
定
型
化

し
、
南
宋
期
に
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
型
が
成
立
し
た
と
い
う
（
同
第
三
節
第
一
項
）。

こ
こ
で
は
特
に
「
論
」（
以
下
、「
論
体
文
」）
と
の
類
比
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

論
体
文
は
、「
論
頭
」「
論
項
」「
論
腹
」「
論
尾
」
の
四
部
か
ら
な
り
、「
論

頭
」
は
さ
ら
に
「
破
題
」「
承
題
」「
小
講
」「
入
題
」
の
四
つ
に
細
分
さ
れ
る
。

第
一
の
「
論
頭
」
で
は
、
ま
ず
「
破
題
」
で
出
題
文
の
意
図
を
見
抜
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
後
世
の
八
股
文
同
様
、
短
い
ほ
ど
良
い
と
さ
れ
る
。
続
く

「
承
題
」
で
は
、
破
題
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
説
を
な
し
、「
小
講
」
で
い
さ

さ
か
話
題
を
転
じ
て
、「
入
題
」
で
出
題
文
に
立
ち
返
っ
て
本
題
へ
と
繋
ぐ
。

第
二
の
「
論
項
」
は
、
主
題
を
具
体
化
し
て
議
論
の
方
向
性
を
定
め
る
。
第
三

の
「
論
腹
」
が
本
論
で
あ
り
、
最
後
の
「
論
尾
」
は
、
論
頭
と
呼
応
し
て
議
論

が
首
尾
一
貫
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
祝
氏
前
掲
書
、
第
十
章
第

三
節
第
三
項
）。
以
上
は
あ
く
ま
で
一
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
論
体
文
そ
の
も
の

で
な
い
「
生
祭
文
」
を
こ
の
モ
デ
ル
に
牽
強
附
会
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら

ぬ
が
、
ほ
ぼ
こ
の
定
型
を
襲
う
と
い
う
事
実
は
注
意
に
値
す
る
。

第
一
段
は
、「
論
頭
」
と
「
論
項
」
に
相
当
す
る
。
傍
点
を
附
し
た
「
矣
」

「
可
死
」「
耳
」「
耶
」
の
各
字
の
用
法
に
注
目
し
て
試
み
に
分
割
す
れ
ば
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
（
便
宜
上
、
前
稿
に
掲
げ
た
訳
文
を
補
訂
し
て
再
録
す
る
）。

嗚
呼
、
大
丞
相
可�

死�

矣�

。（「
破
題
」）

（
あ
あ
大
丞
相
、
死
に
時
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。）

文
章
鄒
魯
、
科
甲
郊
祁
。
斯
文
不
朽
、
可�

死�

。
喪
父
受
公
卿
俎
奠
之

榮
、
奉
母
極
東
南
迎
養
之
樂
。
爲
子
孝
、
可�

死�

。
二
十
而
巍
科
、
四
十
而

將
相
。
功
名
事
業
、
可�

死�

。
仗
義
勤
王
、
使
命
不
辱
。
不
負
所
學
、
可�

死�

。（「
承
題
」）

（
学
問
は
儒
家
の
正
統
を
修
め
、
科
挙
は
兄
弟
揃
っ
て
及
第
さ
れ
ま
し
た
。
斯
文
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を
継
ぐ
不
朽
の
業
績
を
遂
げ
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
死
に
時
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
。
父
君
の
葬
礼
に
は
国
葬
を
許
さ
れ
る
栄
誉
に
あ
ず
か
り
、
母
君
に
仕
え
て
は

赴
任
地
に
迎
え
て
孝
行
す
る
喜
び
を
尽
く
し
ま
し
た
。
子
と
し
て
孝
で
あ
っ
た
の

で
す
か
ら
、
死
に
時
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
二
十
代
で
状
元
及
第
、
四
十
代
で
政

府
首
脳
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
名
声
と
業
績
か
ら
し
て
、
死
に
時
で
ご
ざ
い
ま
し

ょ
う
。
大
義
の
た
め
天
子
に
尽
く
し
、
そ
の
使
命
を
全
う
さ
れ
ま
し
た
。
学
ば
れ

た
教
義
ど
お
り
に
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
死
に
時
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。）

華
元
踉
�
、
子
胥
脱
走
、
丞
相
自
敍
幾
死
者
數
矣�

。
誠
有
不
幸
、
則
國

事
未
定
、
臣
節
未
明
。
今
鞠
躬
盡
瘁
、
則
諸
葛
矣�

。
保
捍
閩
廣
、
則
田
單

�
墨
矣�

。
倡
義
勇
出
、
則
顏
平
原
・
申
包
胥
矣�

。（「
小
講
」）

（
華
元
の
ご
と
き
逃
避
行
、
伍
子
胥
の
ご
と
き
脱
走
劇
、
何
度
も
死
に
か
け
た
と
、

丞
相
み
ず
か
ら
度
々
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
運
が
悪
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
国
の
存

亡
が
い
ま
だ
決
着
し
て
お
ら
ず
、
臣
下
と
し
て
の
節
義
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
事
で
し
ょ
う
。
い
ま
や
死
力
を
尽
く
し
て
奉
公
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、

諸
葛
亮
と
同
じ
で
す
。
福
建
・
広
東
の
地
で
死
守
抵
抗
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
�

墨
を
守
っ
た
田
單
と
同
じ
で
す
。
大
義
を
掲
げ
て
勇
敢
に
振
る
舞
わ
れ
た
の
で
す

か
ら
、
顔
眞
卿
や
申
包
胥
と
同
じ
で
す
。）

雖
擧
事
卒
無
所
成
、
而
大
節
已
無
愧
、
所
欠
一
死
耳�

。（「
入
題
」）

（
試
み
は
結
局
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
節
義
に
も
は
や
愧
ず
べ
き
所
は

無
く
、
足
ら
ぬ
の
は
た
だ
一
死
の
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。）

奈
何
再
執
、
渉
月
踰
時
、
就
義
寂
寥
、
論
者
驚
惜
。
豈
丞
相
尚
欲
脱
去

耶�

、
尚
欲
有
爲
耶�

。
或
以
不
屈
爲
心
、
而
以
不
死
爲
事
耶�

。
抑
舊
主
尚

在
、
未
忍
棄
捐
耶�

、
果
欲
脱
去
耶�

。（「
論
項
」）

（
し
か
る
に
再
び
捕
ら
わ
れ
て
幾
月
も
経
つ
の
に
、
義
の
た
め
に
自
決
さ
れ
た
と

い
う
話
を
耳
に
せ
ず
、
世
論
を
は
が
ゆ
が
ら
せ
て
い
る
の
は
、
ど
う
し
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
丞
相
は
ま
だ
脱
走
し
よ
う
と
お
思
い
で
し
ょ
う
か
、
ま
だ
何

か
為
そ
う
と
お
思
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
く
は
不
服
従
を
心
に
決
め
、
死
な
ぬ
の

を
務
め
と
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
旧
君
い
ま
だ
御
健
在
の
ゆ

え
、
見
棄
て
る
に
忍
び
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
結
局
は
脱
走
し
よ
う
と
お
思
い
で

し
ょ
う
か
。）

議
論
の
展
開
に
眼
を
向
け
る
と
、
第
一
句
に
お
い
て
「
嗚
呼
、
大
丞
相
死
す
可

し
矣
」
と
唐
突
に
死
を
勧
め
（「
破
題
」）、
続
い
て
そ
の
事
由
を
四
つ
の
観
点
か

み
ず
か

ほ
と
ん

ら
説
明
し
て
い
る
（「
承
題
」）。
そ
し
て
「
丞
相
自
ら
幾
ど
死
せ
ん
と
す
と
敍
ぶ

し
ば

る
者
數
し
ば
な
り
矣
」
と
、
文
天
祥
自
身
の
発
言
に
話
題
を
転
じ
、
そ
の
勤
王

の
み

の
業
績
を
列
挙
し
た
あ
と
（「
小
講
」）、「
欠
く
る
所
は
一
死
な
る
耳
」
と
、
再

び
死
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
（「
入
題
」）。

第
一
段
最
後
の
三
つ
の
問
い
か
け
は
、「
生
祭
文
」
の
本
論
に
あ
た
る
三
つ

の
論
難
へ
の
橋
渡
し
に
な
っ
て
い
る
（「
論
項
」）。「
論
項
」
の
書
式
の
一
つ
に
、

疑
問
文
を
使
用
す
る
方
法
が
実
際
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

題
下
多
有
體
。
先
看
主
意
如
何
、
却
生
一
議
論
起
來
、
或
行
數
句
淡

文
、
或
立
意
用
事
起
、
或
設�

疑�

反�

難�

起
。
要
之
、
初
學
發
軔
、
設�

疑�

爲

易
、
後
用
事
證
佐
、
則
不
枯
。（
歐
陽
起
鳴
「
論
評
」
論
項
、
宋
・
魏
天
應
編

林
子
長
註
『
論
學
繩
尺
』
巻
首
「
論
決
」
引
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）

（
原
題
〔
論
項
の
別
名
〕
に
は
多
く
の
形
式
が
あ
る
。
ま
ず
構
想
を
ど
う
す
る
の

９９ 王炎午「生祭文丞相文」とその時代９９



か
考
え
て
、
議
論
が
浮
か
ん
で
き
た
ら
、
幾
つ
か
軽
め
の
文
句
を
連
ね
て
み
た

り
、
主
題
を
定
め
て
故
事
の
引
用
か
ら
書
き
起
こ
し
た
り
、
疑
問
を
設
定
し
て
反

駁
し
て
書
き
起
こ
し
た
り
す
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
初
学
者
が
議
論
を
始
め
る
に

は
疑
問
を
設
定
す
る
の
が
易
し
く
、
そ
の
後
に
故
事
を
引
い
て
論
拠
と
す
れ
ば
筆

は
滞
ら
な
い
。）

「
疑
を
設
け
て
反
難
す
」、
先
に
疑
問
を
設
定
し
て
後
に
反
駁
す
る
形
式
は
、

「
生
祭
文
」
に
よ
く
一
致
す
る
。

三
つ
の
論
難
と
い
う
形
式
も
、
論
の
格
式
の
一
つ
、「
三
扇
體
」
の
応
用
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
林
圖
南
「
論
行
文
法
」（
同
上
「
論
決
」
引
）
は
そ
の
典

型
と
し
て
、
黄
詮
「
顏
淵
仲
弓
問
仁
論
」（
作
者
経
歴
不
詳
、『
全
宋
文
』
未
収
）

を
挙
げ
て
い
る
。

且
天
下
之
所
謂
「
問
」、
皆
其
未
有
所
得
而
不
知
者
也
。
不
然
、
出
於

所
得
之
未
深
。
以
二
子
爲
未�

有�

所�

得�

耶�

…
…
。
以
二
子
所�

得�

爲�

未�

深�

耶�

…
…
。
然
則
、
二
子
未
有
所
得
、
固
不
可
、
謂
二
子
所
得
之
未
深
、
尤
不

可
…
…
。
夫
所
得
之
未
深
、
將�

以�

自�

衒�

與�

…
…
。
若
以
此
而
致
疑
於
二

子
、
毋
乃
猶
不
可
。

（
そ
れ
に
、
世
間
一
般
の
「
問
い
」
と
は
、
ど
れ
も
い
ま
だ
答
え
が
得
ら
れ
ず
分

か
ら
な
い
の
を
謂
う
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
い
ま
だ
理
解
が
浅
い
た
め
に
発

せ
ら
れ
る
。
二
子
〔
顏
淵
・
仲
弓
〕
を
、
答
え
が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る

の
か
…
…
。
二
子
の
理
解
が
、
浅
か
っ
た
と
す
る
の
か
…
…
。
な
ら
ば
、
二
子
が

答
え
を
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
理
解
が
浅

か
っ
た
と
見
做
す
の
は
さ
ら
に
良
く
な
い
…
…
。
理
解
が
浅
い
と
言
い
な
が
ら
、

ひ
け
ら
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
も
し
そ
の
事
〔
二
子
の
誠
実
な

態
度
〕
か
ら
二
子
を
疑
う
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
良
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。）

論
題
は
、
表
題
に
あ
る
通
り
顏
淵
と
仲
弓
が
仁
に
つ
い
て
各
々
孔
子
に
訊
ね

た
、『
論
語
』
顏
淵
の
冒
頭
二
章
で
あ
る
。
林
圖
南
の
解
説
に
「
設
け
て
以
て

『
未
だ
得
る
所
有
ら
ず
』
と
爲
し
、
又
た
設
け
て
以
て
『
得
る
所
未
だ
深
か
ら

ず
』
と
爲
し
、
又
た
設
け
て
以
て
『
自
ら
衒
う
』
と
爲
す
。
是
れ
之
を
『
三
扇

體
』
と
謂
ふ
（
設
以
爲
「
未
有
所
得
」、
又
設
以
爲
「
所
得
未
深
」、
又
設
以
爲
「
自

衒
」、
是
之
謂
「
三
扇
體
」）」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
人
が
な
ぜ
仁
に
つ
い
て
質
問

し
た
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
三
つ
挙
げ
、
こ
れ
を
逐
一
論
難
し
て
い
く
と
い

う
、「
生
祭
文
」
第
二
段
と
同
様
の
論
法
で
あ
る
。

作
者
と
文
天
祥
の
関
係
を
語
る
第
三
段
は
、
本
論
と
結
語
と
を
繋
ぐ
「
論

腰
」
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
論
腰
と
は
、
論
腹
と
論
尾
の
間
の
小
段
落
で
、

曲
折
を
増
や
し
て
文
章
に
張
り
と
厚
み
を
与
え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
と
、
祝

氏
は
説
明
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
第
十
章
第
三
節
第
三
項
）。

變
態
極
多
、
大
凡
轉
一
轉
、
發
盡
本
題
餘
意
。
或
譬
喩
、
或
經
句
、
或

借
反
意
相
形
、
或
立
説
斷
題
、
如
平
洋
寸
草
中
突
出
一
小
峯
、
則
聳
人
耳

目
。（
歐
陽
起
鳴
「
論
評
」
論
腰
、
同
上
「
論
決
」
引
）

（
極
め
て
多
く
の
変
型
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
転
折
を
設
け
て
主
題
の
残
り
を
語

り
尽
す
。
比
喩
や
経
書
の
文
句
、
あ
る
い
は
反
論
を
借
り
て
形
に
し
た
り
、
説
を

立
て
て
論
断
し
た
り
、
ち
ょ
う
ど
平
ら
か
な
海
原
や
短
い
草
の
生
え
た
野
原
に
小

山
が
突
き
出
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
人
の
注
意
を
引
く
。）

そ
れ
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
自
身
と
文
天
祥
の
関
係
に
つ
い
て
よ
う
や
く
語
り
出
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す
と
い
う
意
外
性
、
ま
た
生
存
の
否
定
か
ら
死
の
肯
定
へ
と
話
題
を
転
ず
る
文

脈
の
変
化
は
、
論
腰
の
効
能
に
よ
く
符
合
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
の
第
四
段
で
は
、
死
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
名
誉
と
、
生
存
の
も
た
ら
す

不
名
誉
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
一
段
は
既
に
得
ら
れ
て
い
る

四
つ
の
名
誉
と
、
唯
一
不
足
す
る
死
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
た
。
名
誉
と
い

う
点
に
お
い
て
第
一
段
と
第
四
段
は
共
通
し
て
い
る
が
、
第
一
段
は
現
在
既
得

の
名
誉
、
第
四
段
は
未
来
に
約
束
さ
れ
る
名
誉
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
首
尾
を

一
貫
さ
せ
な
が
ら
議
論
の
重
複
を
避
け
る
と
い
う
「
論
尾
」
の
書
式
に
、
相
通

ず
る
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

前
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、「
生
祭
文
」
は
『
指
南
錄
』
の
言
辞
を
巧
み
に
引

用
し
て
い
る
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
王
炎
午
は
『
指
南
錄
』
の
記
述
を
論

題
、
す
な
わ
ち
出
題
文
に
見
立
て
、
議
論
を
組
立
て
て
い
る
と
も
解
釈
で
き

る
。『
指
南
錄
』
後
序
に
お
い
て
、
文
天
祥
は
自
ら
が
死
を
懼
れ
ぬ
人
物
で
あ

る
こ
と
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
。
王
炎
午
は
そ
れ
を
逆
説
的
に
「
嗚
呼
、
大

丞
相
死
す
可
し
矣
」
と
破
題
し
、
文
天
祥
の
去
就
を
め
ぐ
る
議
論
の
開
宗
明
義

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
ｂ
）
四
六
文
の
句
法
と
本
朝
の
用
事

次
に
、
修
辞
に
注
目
す
る
。「
生
祭
文
」
は
対
句
を
多
用
し
て
い
る
が
、
時

折
、
四
六
文
に
近
い
対
偶
を
挟
む
こ
と
が
あ
る
。

雖
�
湯
刀
鋸
、
烈
士
不
辭
、
苟
可
就
義
以
歸
全
、
豈
不
因
忠
而
成
孝
。

（
第
二
段
第
二
節
）

い
や
し

（
�
湯
刀
鋸
と
雖
も
、
烈
士
は
辭
せ
ず
、
苟
く
も
義
に
就
き
て
以
て
全
き
に
歸
す

可
く
ん
ば
、
豈
に
忠
に
因
り
て
孝
を
成
さ
ざ
る
や
。）

痛
惟
千
載
之
事
、
既
負
於
前
、
一
得
之
愚
、
敢
默
於
後
。（
第
三
段
）

（
痛
む
ら
く
惟
れ
千
載
の
事
、
既
に
前
に
負
き
、
一
得
の
愚
、
敢
へ
て
後
に
默
す

る
を
。）

以
上
の
よ
う
な
対
偶
は
、
古
体
の
祭
文
に
も
出
現
し
得
る
水
準
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
次
の
例
な
ど
は
、
平
仄
や
押
韻
こ
そ
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
句
法

は
四
六
文
そ
の
も
の
と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

進
而
父
没
、
退
而
國
亡
、
生
雖
愧
陳
東
報
�
之
忠
、
死
不
效
陸
機
入
洛

之
恥
。（
同
上
、
既
出
）

（
進
み
て
は
父
没
し
、
退
き
て
は
國
亡
ぶ
、
生
き
て
陳
東
の
�
に
報
ず
る
の
忠
に

愧
づ
る
と
雖
も
、
死
し
て
陸
機
の
洛
に
入
る
の
恥
を
效
さ
ず
。）

啓
手
啓
足
、
非
曾
參
乎
。
得
正
而
斃
、
乃
取
童
子
之
一
言
。
血
指
慷
慨
、

非
南
八
乎
。
抗
義
遲
回
、
終
待
張
巡
之
一
呼
。（
同
上
、
既
出
）

ひ
ら

か

（
手
を
啓
き
足
を
啓
く
は
、
曾
參
に
非
ざ
る
乎
。
正
を
得
て
斃
る
る
は
、
乃
ち
童

子
の
一
言
を
取
れ
ば
な
り
。
血
指
も
て
慷
慨
す
る
は
、
南
八
に
非
ざ
る
乎
。
義
を

あ抗
げ
て
遲
回
し
、
終
に
張
巡
の
一
呼
を
待
つ
。）

古
文
の
な
か
で
比
較
的
句
型
の
整
っ
た
作
品
と
、
四
六
文
と
を
確
然
と
区
別
す

る
の
は
難
し
い
が
、
字
数
や
助
字
を
大
ま
か
に
揃
え
る
の
み
で
問
題
の
な
い
古

文
に
対
し
、
四
六
文
は
虚
字
と
実
字
の
対
称
に
も
注
意
を
払
い
、
歴
史
故
実
を

巧
み
に
織
り
込
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
歴
史
故
実
の
用
法
に
は
二
通
り
あ
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る
。
傍
証
の
た
め
の
事
例
と
し
て
引
用
す
る
場
合
と
、
比
喩
と
し
て
修
辞
的
に

用
い
る
場
合
で
あ
り
、
右
に
挙
げ
た
二
例
は
い
ず
れ
も
比
喩
の
面
が
強
い
。
陳

東
・
陸
機
は
王
炎
午
自
ら
を
、
曾
子
・
南
霽
雲
は
自
身
と
文
天
祥
の
関
係
を
喩

え
る
の
で
あ
っ
て
、
事
例
の
提
示
の
み
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
。
同
じ
く

歴
史
故
実
を
用
い
た
対
偶
で
あ
っ
て
も
、「
橋
に
厠
舍
の
後
に
伏
し
、
筑
を
之

れ
目
�
の
餘
に
投
ぐ
（
伏
橋
於
厠
舍
之
後
、
投
筑
之
目
�
之
餘
）」（
第
二
段
第
一
節
、

既
出
）
の
豫
讓
・
高
漸
離
は
、
既
に
見
た
李
陵
・
蘇
武
、
李
光
弼
・
朱
友
貞
、

五
代
の
貴
婦
人
等
の
故
事
と
同
様
、
専
ら
事
例
の
提
示
が
目
的
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
陳
東
・
陸
機
の
一
対
に
注
目
し
た
い
。
宋
の
南
渡
期
に
生

き
た
陳
東
（
一
〇
八
六
│
一
一
二
七
、『
宋
史
』
巻
四
五
五
忠
義
傳
）
は
、
太
学
生

の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
政
道
批
判
の
上
書
を
繰
り
返
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ

る
。「
陳
東
の
�
に
報
ず
る
の
忠
」
と
は
、
時
の
顕
官
で
あ
っ
た
蔡
京
ら
六
名

（
�
）

の
斬
首
を
求
め
た
、
欽
宗
期
の
上
書
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
陳
東
は
そ
の
後
も
数

度
に
わ
た
り
学
生
の
集
団
を
引
率
し
、
宮
城
へ
直
訴
に
赴
い
て
い
る
。

詩
文
に
歴
史
故
実
を
引
く
場
合
、
一
般
に
作
者
自
身
の
生
き
た
王
朝
の
故
事

は
話
題
に
な
り
に
く
い
が
、「
生
祭
文
」
は
作
者
と
同
じ
宋
人
で
あ
る
陳
東
の

逸
話
を
典
故
に
用
い
、
陸
機
の
故
事
と
合
わ
せ
て
駢
儷
体
の
対
偶
を
作
っ
て
い

る
。
清
・
趙
翼
『
廿
二
史
�
記
』（
巻
二
六
「
宋
四
六
多
用
本
朝
事
」）
に
挙
例
さ

れ
る
ご
と
く
、
本
朝
の
逸
事
を
四
六
文
に
用
い
る
の
は
宋
人
、
と
り
わ
け
南
宋

（
�
）

士
人
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
本
朝
の
故
事
の
使
用
は
「
生
祭
文
」
最
終
段
、
不
名

誉
な
死
の
列
挙
に
も
現
れ
て
い
る
。
病
死
・
不
孝
死
・
非
業
死
の
三
つ
に
大
別

さ
れ
る
こ
れ
ら
の
死
は
、
お
お
む
ね
典
拠
の
あ
る
語
を
用
い
て
い
る
が
、
病
死

の
う
ち
寒
疾
を
指
す
「
五
日
不
汗
」
は
、
宋
人
の
故
事
に
基
づ
く
成
語
で
あ

る
。
哲
宗
の
元
符
年
間
、
諫
官
の
職
に
あ
っ
た
鄒
浩
（
字
志
完
）
は
、
皇
室
の

正
室
選
定
に
つ
い
て
諫
言
し
、
流
罪
と
な
っ
た
。
悲
し
む
鄒
浩
に
対
し
、
親
友

も

の
田
晝
（
字
承
君
）
は
、「
使
し
志
完
の
隱
默
し
て
京
師
に
官
た
れ
ば
、
寒
疾
に

遇
ひ
て
汗�

せ
ず
、
五�

日�

に
し
て
死�

せ
ん
（
使
志
完
隱
默
官
京
師
、
遇
寒
疾
不
汗
、

五
日
死
矣
）」、
も
し
君
が
保
身
の
た
め
に
諫
言
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
の
み

ち
寒
疾
を
患
っ
て
五
日
の
内
に
死
ん
だ
だ
ろ
う
、
こ
れ
く
ら
い
の
事
に
挫
け
て

ど
う
す
る
、
と
叱
咤
激
励
し
た
（『
邵
氏
聞
見
前
錄
』
巻
一
五
、
又
『
宋
史
』
巻
三

四
五
鄒
浩
附
田
晝
傳
）。
こ
の
逸
話
は
朱
熹
『
三
朝
名
臣
言
行
錄
』（
四
部
叢
刊
本

巻
一
三
之
二
）
に
採
録
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
南
宋
士
人
に
広

（
�
）

く
知
ら
れ
る
美
談
で
あ
っ
た
。
王
炎
午
の
時
代
に
は
既
に
成
語
と
な
っ
て
い
た

よ
う
で
、『
宋
史
』
高
定
子
傳
（
巻
四
〇
九
）、
同
高
稼
傳
（
巻
四
四
九
忠
義
）
に

（
�
）

お
い
て
「
坐
し
て
死
を
待
つ
」
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

五

文
天
祥
の
去
就
を
め
ぐ
る
世
論

以
上
の
ご
と
く
、「
生
祭
文
」
は
科
挙
受
験
文
体
の
特
徴
を
具
え
て
お
り
、

そ
の
中
で
展
開
さ
れ
る
三
つ
の
論
難
は
、
論
体
文
の
書
式
の
一
つ
で
あ
る
「
三

扇
體
」
の
応
用
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
王
炎
午
は
議
論
の
た
め
に
架
空
の

問
い
を
立
て
た
の
で
は
な
い
。
当
時
、
文
天
祥
の
去
就
は
南
北
の
士
人
の
注
目

す
る
所
で
あ
り
、「
生
祭
文
」
に
述
べ
ら
れ
た
三
つ
の
予
測
は
す
べ
て
現
実
と

な
り
得
た
。
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ま
ず
、「
尚
ほ
脱
去
せ
ん
と
欲
す
る
耶
、
尚
ほ
爲
す
有
る
を
欲
す
る
耶
」
と

問
わ
れ
る
第
一
の
論
難
で
あ
る
。
弟
の
文
璧
に
宛
て
た
文
天
祥
の
書
信
に
は
、

至
元
十
六
年
の
暫
定
政
府
の
消
滅
以
後
も
逃
亡
の
機
会
を
窺
っ
て
い
た
旨
が
自

記
さ
れ
て
い
る
。

廣
州
不
死
者
、
意
江
西
可
以
去
之
。
及
出
南
安
繫
吾
頸
、
�
吾
足
、
於

是
不
食
。
將
謂
及
吉
州
、
則
死
首
丘
之
義
也
。
及
五
日
、
過
吉
。
又
三

日
、
過
豐
城
、
無
飯
。
八
日
不
知
飢
。
既
過
吉
、
思
之
無
義
、
且
尚
在
江

南
、
或
尚
有
生
意
、
遂
入
建
康
。
居
七
十
餘
日
、
果
有
忠
義
人
、
約
奪
我

於
江
上
、
蓋
眞
州
境
也
。
及
期
失
約
、
惘
然
北
行
、
道
中
求
死
、
無
其
閒

矣
。（
文
天
祥
「
獄
中
與
弟
書
」、『
紀
年
錄
』
己
卯
注
引
）

（
廣
州
で
死
な
な
か
っ
た
の
は
、
江
西
で
逃
亡
で
き
る
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
南
安

軍
を
出
て
首
枷
を
嵌
め
ら
れ
、
足
枷
を
附
け
ら
れ
る
に
及
び
、
絶
食
し
た
。
吉
州

に
着
く
頃
に
は
故
郷
に
死
枕
を
置
け
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
五
日
目
に
吉
州
を

過
ぎ
、
そ
の
三
日
後
に
豐
城
を
過
ぎ
て
も
食
事
を
取
ら
ず
、
八
日
間
飢
え
を
覚
え

な
い
。
吉
州
を
過
ぎ
た
か
ら
に
は
無
意
味
で
あ
る
と
思
い
、
ま
た
江
南
に
い
る
間

は
ま
だ
回
生
の
望
み
が
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
そ
う
し
て
建
康
に
入
っ
た
。
七
十
日

余
り
滞
在
し
、
果
た
し
て
忠
義
の
人
が
現
れ
、
長
江
で
私
を
奪
還
す
る
と
言
い
交

し
た
。
眞
州
附
近
で
あ
っ
た
。
期
日
に
な
っ
て
約
束
を
違
え
、
失
意
の
ま
ま
北
に

向
い
、
道
中
死
の
う
と
し
て
も
、
そ
の
隙
が
な
か
っ
た
。）

至
元
十
五
年
十
二
月
、
文
天
祥
は
元
軍
に
捕
縛
さ
れ
る
直
前
、
服
毒
自
殺
を
図

る
も
未
遂
に
終
わ
り
、
翌
年
二
月
六
日
、
厓
山
の
宋
朝
暫
定
政
府
消
滅
の
際
に

（
�
）

も
入
水
自
殺
を
思
う
が
、
実
行
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
廣
州
到
着
は
、
そ
の
年

は

の
三
月
十
三
日
で
あ
る
。「
廣
州
に
死
せ
ざ
る
者
、
江
西

以
て
之
を
去
る
可

お
も

し
と
意
へ
ば
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
故
郷
江
西
で
の
逃
亡
を
企
図
し
、
餓
死

に
失
敗
し
た
後
は
「
且
つ
尚
ほ
江
南
に
在
ら
ば
、
或
ひ
は
尚
ほ
生
意
有
ら
ん
」

と
、
江
南
に
お
け
る
再
起
に
望
み
を
繋
い
で
い
た
こ
と
を
弟
に
明
か
し
て
い

る
。
建
康
に
お
け
る
文
天
祥
奪
還
計
画
は
、『
集
杜
詩
』
の
中
で
次
の
よ
う
に

回
顧
さ
れ
て
い
る
。

自
離
南
安
軍
、
五
日
而
至
廬
陵
、
七
日
過
臨
江
、
八
日
至
豐
城
。
余
雖

不
食
、
未
見
其
殆
。
衆
以
飮
食
交
相
逼
迫
。
予
念
既
過
鄕
州
、
已
失
初

望
、
委
命
荒
濱
、
立
節
不
白
、
且
聞
暫
止
金
陵
郡
、
出
坎
之
會
、
或
者
有

隕
自
天
、
未
可
知
也
。
遂
復
飮
食
、
勉
徇
衆
情
。（『
集
杜
詩
』
第
八
三
「
過

臨
江
」
序
、
註
（
１０
）
参
照
）

（
南
安
軍
を
離
れ
て
か
ら
五
日
目
に
廬
陵
に
着
き
、
七
日
目
に
臨
江
軍
を
過
ぎ
、

八
日
目
に
豐
城
に
着
い
た
。
絶
食
し
て
い
た
が
衰
弱
す
る
様
子
も
な
い
。
周
囲
は

皆
が
み
な
食
事
を
強
要
す
る
。
故
国
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
当
初
の
願
い

も
遂
げ
ら
れ
ず
、
無
人
の
岸
に
命
を
捨
て
た
と
し
て
も
節
義
は
明
ら
か
に
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
建
康
府
に
し
ば
ら
く
逗
留
す
る
と
い
う
か
ら
、
起
死
回
生
の
機
会
が

あ
る
い
は
天
よ
り
降
っ
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
食
事
を
摂
り
、
無

理
に
周
囲
の
願
い
に
従
う
こ
と
に
し
た
。）

六
月
六
日
、
過
隆
興
。
十
二
日
、
至
金
陵
囚
邸
。
八
月
二
十
三
日
、
渡

江
北
行
。
事
會
多
有
可
慨
、
尚
何
言
哉
。（
同
第
八
九
「
江
行
」
序
）

（
六
月
六
日
、
隆
興
府
を
通
過
。
十
二
日
、
建
康
府
の
獄
舎
に
到
着
。
八
月
二
十

三
日
、
長
江
を
渡
っ
て
北
土
へ
。
機
会
は
惜
ま
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
他
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に
何
を
言
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。）

同
じ
事
柄
が
、
文
天
祥
の
自
撰
年
譜
で
あ
る
『
紀
年
錄
』
で
は
、「
八
月
二
十

な

四
日
、
北
行
し
て
江
を
渡
る
。
頗
る
事
の
會
す
る
有
る
も
、
濟
さ
ず
（
八
月
二

十
四
日
、
北
行
渡
江
。
頗
有
事
會
、
不
濟
）」（
己
卯
、
至
元
十
六
年
、
一
二
七
九
）
と
、

（
�
）

極
め
て
隠
微
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
の
文
天
祥
が
三
年
に
渉
っ
て
「
不
屈
」
の
態
度
を
貫
い
た
の
は
周
知

の
事
実
で
あ
り
、
ま
た
道
士
の
身
分
と
し
て
解
放
し
よ
う
と
い
う
議
論
が
あ
っ

た
の
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
実
現
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
再
起
を
懸
念
し

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

是
時
、
南
人
士
于
朝
者
、
謝
昌
元
・
王
積
翁
・
程
飛
卿
・
靑
陽
夢
炎
等

十
人
、
謀
合
奏
請
、
以
公
爲
黃
冠
師
、
冀
得
自
便
。
靑
陽
夢
炎
私
語
積
翁

曰
：「
文
公
贛
州
移
檄
之
志
、
鎭
江
脱
身
之
心
、
固
在
也
。
忽
有
妄
作
、

我
輩
何
以
自
解
。」
遂
不
果
。（『
紀
年
錄
』
壬
午
〔
至
元
十
九
年
、
一
二
八
二
〕

注
引
鄧
光
薦
「
丞
相
傳
」）

（
こ
の
時
、
南
方
士
人
で
朝
廷
に
い
た
謝
昌
元
・
王
積
翁
・
程
飛
卿
・
靑
陽
夢
炎

ら
十
人
は
、
合
議
の
う
え
上
書
し
て
文
公
を
道
士
の
身
分
と
し
、
自
由
の
身
に
し

よ
う
と
し
た
。
靑
陽
夢
炎
は
密
か
に
「
文
公
に
は
贛
州
で
檄
を
飛
ば
し
た
時
の

志
、
鎭
江
で
逃
亡
し
た
時
の
心
が
今
も
お
あ
り
で
す
。
思
い
が
け
ず
軽
挙
に
及
ん

だ
な
ら
ば
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
弁
解
し
ま
し
ょ
う
」
と
王
積
翁
に
告
げ
、
沙
汰

止
み
と
な
っ
た
。）

「
舊
主
」
を
め
ぐ
っ
て
は
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。

中
山
府
薛
寶
、
住
聚
數
千
人
、
聲
言
「
是
眞
宋
幼
主
、
要
來
取
文
丞

相
。」
又
有
書
于
�
者
、
曰
：「
兩
衞
軍
儘
足
辧
事
、
丞
相
可
以
無
慮
。」

又
曰
：「
先
焚
城
上
葦
子
、
城
外
舉
火
爲
應
。」
大
臣
議
、
所
謂
「
丞

相
」、
疑
爲
天
祥
。
太
子
得
�
以
奏
、
京
師
戒
嚴
、
遷
趙
氏
宗
族
往
開
平

北
。（
同
上
）

（
中
山
府
の
薛
寶
は
数
千
人
を
集
め
て
立
籠
り
、「
こ
れ
ぞ
ま
こ
と
の
宋
の
幼
主
、

文
丞
相
を
奪
還
に
参
ら
ん
」
と
宣
言
し
、
ま
た
筺
中
の
書
信
に
は
「
近
衛
兵
二
隊

あ
れ
ば
十
分
に
達
成
可
能
、
丞
相
の
事
は
心
配
無
用
」、「
ま
ず
城
壁
の
上
で
葦
を

焚
き
、
城
外
で
火
の
手
を
挙
げ
て
応
ず
る
」
等
と
あ
っ
た
。
大
臣
は
協
議
し
、

は
こ

「
丞
相
」
と
は
恐
ら
く
文
天
祥
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
太
子
が
筺
を
入
手
し
て
上
奏

す
る
と
、
都
に
厳
戒
態
勢
が
敷
か
れ
、
趙
氏
の
宗
族
を
開
平
の
北
に
移
住
さ
せ

た
。）

都
に
残
留
し
た
宋
の
宗
族
も
、
文
天
祥
の
処
刑
当
日
に
は
不
測
の
事
態
に
備
え

（
�
）

て
室
内
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
天
祥
を
奪
回
し
て
抗
元
運
動
の
旗
印
に
し
よ
う
と
い
う
計

画
は
、「
生
祭
文
」
の
作
ら
れ
た
護
送
中
は
も
と
よ
り
、
処
刑
の
直
前
ま
で
断

続
的
に
存
在
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
王
炎
午
や
王
幼
孫
（
本
稿
第

二
章
参
照
）
の
よ
う
に
文
天
祥
の
自
決
を
願
う
者
は
、
当
時
の
世
論
の
一
翼
を

担
う
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
生
祭
文
」
に
立
て
ら
れ
た

三
つ
の
問
い
は
、
文
天
祥
を
め
ぐ
る
世
論
の
分
節
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
元

朝
に
不
服
従
を
貫
き
、
刑
死
し
た
文
天
祥
の
去
就
は
現
在
に
お
い
て
な
お
顕
彰

さ
れ
る
が
、
宋
元
交
代
期
の
士
人
す
べ
て
が
こ
れ
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
再
度
脱
走
さ
せ
て
推
戴
を
図
る
者
、
解
放
を
提
案
す
る
者
、
様
々
な
世
論
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が
あ
っ
た
。
結
果
的
に
文
天
祥
の
晩
節
は
史
実
の
ご
と
く
落
着
す
る
が
、
そ
の

晩
節
を
讃
え
る
倫
理
観
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
絶
対
唯
一
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。

お

わ

り

に

「
生
祭
文
」
の
論
理
展
開
は
科
挙
受
験
に
用
い
ら
れ
た
論
体
文
の
書
式
に
近

似
し
て
お
り
、
そ
の
修
辞
に
も
受
験
科
目
で
あ
っ
た
律
賦
と
縁
の
深
い
、
四
六

文
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
本
朝
の
逸
事
を
典
故
に
使
用
す
る
の
も
南
宋

の
散
文
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
祭
文
と
し
て
は
中
国
文
学

史
上
き
わ
め
て
特
殊
な
本
作
も
、
文
体
か
ら
見
れ
ば
南
宋
と
い
う
一
時
代
に
典

型
的
な
作
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
生
祭
文
」
に
掲
げ
ら
れ
る
三
つ
の
論
難
は
い
ず
れ
も
当
時
の
世
論
を
承
け

た
も
の
で
、
議
論
の
た
め
に
仮
想
さ
れ
た
設
問
で
は
な
か
っ
た
。
王
炎
午
と
同

郷
、
同
時
代
人
で
あ
る
王
幼
孫
の
祭
文
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
文
天
祥
の
死
を

願
う
士
人
は
王
炎
午
以
外
に
も
複
数
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。「
生
祭
文
」
は

贛
州
か
ら
洪
州
に
至
る
広
汎
な
地
域
に
掲
示
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
記
述
を
信

ず
る
な
ら
ば
、
友
人
の
劉
應
鳳
以
外
に
も
複
数
の
協
力
者
が
い
な
け
れ
ば
実
行

に
及
ぶ
ま
い
。
一
方
、
王
炎
午
が
論
難
す
る
文
天
祥
の
再
起
な
い
し
釈
放
を
願

う
者
も
、
建
康
や
大
都
に
お
け
る
奪
還
計
画
、
宋
朝
旧
臣
た
ち
の
協
議
を
見
る

に
相
当
数
に
上
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
文
天
祥

を
中
心
に
転
回
す
る
当
時
の
世
論
の
渦
で
あ
り
、
多
様
な
世
論
を
承
け
て
行
動

す
る
無
数
の
人
士
た
ち
の
影
で
あ
る
。
時
代
が
移
り
、
名
も
無
き
衆
多
の
影
が

薄
れ
る
と
、
た
ま
た
ま
残
さ
れ
た
一
個
人
の
言
説
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
言
説
こ

そ
が
当
時
の
世
論
の
大
勢
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
そ
の

一
個
人
が
強
烈
な
個
性
の
持
ち
主
で
あ
り
、
彼
こ
そ
が
世
論
の
主
唱
者
で
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
拡
大
解
釈
さ
れ
る
。
一
時
代
の
典
型
で
あ
る
「
時
文
」
が
天
下

孤
絶
の
「
奇
文
」
と
な
る
過
程
、
そ
れ
は
一
世
論
が
一
個
人
に
集
約
さ
れ
て
い

く
過
程
に
重
な
る
。

註（
１
）
以
下
、『
吾
汶
�
』
の
字
句
は
「
生
祭
文
」
以
外
の
文
も
含
め
て
『
四
部
叢
刊

三
編
』
所
収
景
明
鈔
本
を
底
本
と
す
る
。
な
お
、
底
本
は
「
生
祭
文
」
の
表

題
を
「
生
祭
文
丞
相
」
に
作
り
、
末
尾
の
「
文
」
字
を
欠
く
が
、
文
天
祥
の

全
集
や
程
敏
政
『
宋
遺
民
錄
』
等
に
採
録
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
「
文
」
字
の

あ
る
も
の
が
多
い
。
本
稿
で
は
表
題
の
み
便
宜
の
た
め
他
本
に
従
い
「
文
」

字
を
附
す
。

（
２
）
『
漢
書
』
蕭
望
之
傳
：「
使
者
至
、
召
望
之
。
望
之
欲
自
殺
、
其
夫
人
止
之
、

以
爲
非
天
子
意
。
望
之
以
問
門
下
生
朱
雲
。
雲
者
、
好
節
士
、
勸
望
之
自
裁
。

於
是
、
望
之
卬
天
歎
曰
：『
吾
嘗
備
位
將
相
、
年
踰
六
十
矣
、
老
入
牢
獄
、
苟

求
生
活
、
不
亦
鄙
乎
。』
字
謂
雲
曰
：『
游
、
趣
和
藥
來
、
無
久
留
我
死
。』
竟

飮
鴆
自
殺
。」

（
３
）
許
氏
原
文
：「
人
死
則
祭
弔
、
除
非
對
深
仇
大
恨
者
、
有
誰
會
催
人
速
死
、
未

亡
而
先
弔
？
…
…
所
以
、
這
是
一
篇
奇
文
。」

（
４
）
「
生
祭
文
」
序
：「
僕
於
國
恩
爲
已
負
、
於
丞
相
之
德
則
未
報
。
遂
作
「
生
祭

丞
相
文
」
以
速
丞
相
之
死
。
堯
擧
（
劉
應
鳳
）
讀
之
流
涕
、
相
與
謄
錄
數
十

本
、
自
贛
至
洪
、
於
驛
途
・
水
舖
・
山
牆
・
店
壁
貼
之
。
冀
丞
相
經
從
一
見
、

雖
不
自
揣
量
、
亦
求
不
負
此
心
耳
。」

（
５
）
王
德
毅
等
編
『
宋
人
傳
記
資
料
索
引
』（
増
訂
第
三
版
、
鼎
文
書
局
、
二
〇
〇
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一
）
王
炎
午
：「
臨
安
陷
、
謁
文
天
祥
、
毀
家
以
助
軍
餉
、
天
祥
留
置
幕
府
。

已
而
以
母
病
歸
、
未
幾
、
天
祥
被
執
、
應
梅
（
王
炎
午
）
作
生
祭
文
以
勵
其

死
。」
こ
の
記
述
は
事
実
を
誤
認
し
て
お
り
、
王
炎
午
の
文
天
祥
に
対
す
る
建

議
「
復
毀
家
産
、
供
給
軍
餉
」（「
生
祭
文
」
序
、
本
章
引
用
文
参
照
）
を
、

王
炎
午
自
身
の
経
歴
と
し
て
い
る
。

（
６
）
許
氏
論
攷
第
二
章
に
拠
れ
ば
、
近
年
編
纂
さ
れ
た
『
安
福
縣
志
』（
巻
三
二
第

一
章
、
人
物
伝
・
王
炎
午
、
一
九
九
五
、
中
共
中
央
黨
校
出
版
社
、
八
一
五

頁
）
に
、
護
送
中
の
文
天
祥
が
洪
都
（
洪
州
す
な
わ
ち
隆
興
府
の
府
治
、
南

昌
）
の
渡
場
で
「
生
祭
文
」
を
見
つ
け
、
獄
中
で
「
謝
王
炎
午
生
祭
文
（
王

炎
午
の
生
祭
文
に
謝
す
）」
三
百
餘
字
を
著
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
が
、

典
拠
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
な
内
容
も
記
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
（
未
見
）。
な
お
、
文
天
祥
に
よ
る
謝
辞
は
『
全
宋
文
』
に
も
未
収
で
あ

る
。

（
７
）
許
氏
の
原
文
は
、
①
「
分
析
時
勢
」、
②
「
以
史
爲
鑒
」、
③
「
指
明
不
死
之

害
」、
④
「
表
達
鄕
邦
民
心
向
背
」、
⑤
「
以
人
生
大
節
相
激
励
」。

（
８
）
許
氏
の
引
用
は
「
四
忠
一
節
」
に
作
る
。
本
稿
の
底
本
以
外
の
テ
ク
ス
ト
や

他
の
文
献
で
は
「
四
忠
一
節
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
９
）
『
宋
史
』
巻
四
一
八
文
天
祥
傳
の
冒
頭
に
「
自
爲
童
子
時
、
見
學
宮
所
祠
鄕
先

生
歐
陽
脩
・
楊
邦
乂
・
胡
銓
像
、
皆
謚
忠
、
�
欣
然
慕
之
曰
：
没
不
俎
豆
其

閒
、
非
夫
也
」
と
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
許
氏
論
攷
も
第
五
章
で

こ
の
逸
話
に
言
及
し
て
い
る
が
、
歐
陽
脩
ら
廬
陵
の
先
賢
と
「
四
忠
一
節
」

と
の
関
連
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
な
お
、「
生
祭
文
」
の
結
語
「
爲
位

其�

閒�

、
聞
訃
則
哭
」
は
上
に
引
い
た
『
宋
史
』
本
伝
の
逸
話
を
想
起
さ
せ
る
。

廬
陵
で
語
り
古
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
の
逸
話
に
触
れ
、
さ
ら
な
る
説
得

の
効
果
を
期
待
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
１０
）
以
下
、
本
稿
に
引
用
す
る
『
紀
年
錄
』
お
よ
び
『
集
杜
詩
』
の
字
句
は
景
泰

六
年
刻
『
文
山
先
生
文
集
』（
四
川
大
學
古
籍
整
理
硏
究
所
編
『
宋
集
珍
本
叢

刊
』
八
八
所
収
、
綫
裝
書
局
、
二
〇
〇
四
）
に
拠
る
。

（
１１
）
原
文
：「
南
北
之
勢
既
合
、
天
人
之
際
可
知
…
…
。
事
可
爲
、
則
屈
意
忍
死
以

就
義
。
必
不
幸
、
則
仗
義
以
明
分
。」

（
１２
）
原
文
：「
李
光
弼
討
史
思
明
、
方
戰
、
納
刃
於
靴
曰
：『
夫
戰
、
危
事
也
。
吾

位
三
公
、
不
可
辱
於
賊
。
萬
一
不
利
、
當
自
刎
。』
李
存
勗
伐
梁
、
梁
帝
朱
友

貞
謂
近
臣
皇
甫
麟
曰
：『
晉
、
吾
世
讐
也
。
不
可
俟
彼
刀
鋸
。
卿
可
盡
我

命
。』
麟
於
是
哀
泣
進
刃
於
帝
、
而
亦
自
刎
。」

（
１３
）
原
文
：「
李
�
簒
楊
行
密
之
業
、
遷
其
子
孫
於
海
陵
、
嚴
兵
守
之
…
…
。
周
世

マ
マ

宗
征
淮
南
、
下
詔
撫
安
楊
氏
子
孫
、
李
�
驚
疑
、
盡
殺
其
族
…
…
。
王
衍
既

歸
、
唐
莊
宗
發
三
辰
之
誓
、
全
其
宗
族
。
未
幾
、
信
伶
人
景
進
之
計
、
衍
族

盡
誅
。」

（
１４
）
文
天
祥
の
全
集
に
附
録
さ
れ
る
「
生
祭
文
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
曾
參
・
南
霽

雲
の
一
節
を
脱
す
。

（
１５
）
原
文
：「（
孟
）
昶
母
曰
：『
妾
太
原
人
、
願
歸
太
原
、
不
願
歸
蜀
。』
契
丹
遷

晉
出
帝
及
李
太
后
・
安
太
妃
于
建
州
。
太
后
疾
亟
、
謂
帝
曰
：『
我
死
、
焚
骨

送
范
陽
佛
寺
、
毋
使
我
爲
虜
地
鬼
也
。』
安
太
妃
臨
卒
、
亦
謂
帝
曰
：『
當
焚

我
爲
灰
、
向
南
颺
之
、
庶
幾
遺
魂
得
反
中
國
也
。』」

（
１６
）
原
文
：「
人
七
日
不
穀
則
斃
。
自
梅
嶺
以
出
、
縱
不
得
留
漢
廏
而
從
田
橫
、
亦

當
吐
周
粟
而
友
孤
竹
、
至
父
母
邦
而
首
邱
焉
。」

（
１７
）
孝
道
に
反
す
る
死
は
『
禮
記
』
檀
弓
上
に
「
死
而
不
弔
者
三
、
畏
・
厭
・
溺
」

と
あ
る
。
無
辜
の
罪
を
得
て
釈
明
で
き
ぬ
ま
ま
死
ぬ
者
、
危
険
な
場
所
で
事

故
死
す
る
者
、
橋
や
船
を
使
わ
な
い
で
溺
死
す
る
者
、
こ
れ
ら
三
者
は
「
身

を
輕
ん
じ
て
孝
を
忘
る
」（
鄭
注
）
と
し
て
弔
問
さ
れ
な
い
。
非
業
の
死
は
、

こ
れ
ら
三
者
を
並
列
し
て
用
い
る
典
拠
を
審
か
に
し
な
い
。「
盜
賊
」
は
「
卒

く
ら

徒
を
太
山
の
陽
に
休
ま
し
め
、
人
の
肝
を
膾
に
し
て
之
を
餔
」
っ
た
盜
跖
を

意
図
す
る
か
。
盜
跖
は
非
業
の
死
を
遂
げ
た
古
の
賢
士
と
忠
臣
を
嘲
り
、
伯

か
か

夷
・
叔
斉
ら
六
名
を
「
名
に
離
り
死
を
輕
ん
」
ず
る
者
、
比
干
・
伍
子
胥
を

「
天
下
の
笑
ひ
と
爲
」
る
者
と
し
た
（『
莊
子
』
盜
跖
）。
ま
た
「
毒
蛇
」
は
柳

宗
元
「
捕
蛇
者
の
説
」、「
猛
虎
」
は
「
苛
政
は
虎
よ
り
も
猛
き
也
」（
檀
弓

下
）
を
そ
れ
ぞ
れ
謂
う
か
。

（
１８
）
原
文
：「
輕
一
死
於
鴻
毛
、
虧
一
簣
於
太
山
、
而
或
貽
舊
主
憂
縱
不
斷
、
趙
盾

之
弑
君
（
春
秋
晉
国
の
故
事
）、
亦
將
悔
伯
仁
之
由
我
（
東
晉
・
王
導
と
周
顗

〔
字
伯
仁
〕
の
故
事
）、
則
鑄
錯
已
無
鐵
、
噬
臍
寧
有
口
乎
。」

１０６



（
１９
）
許
氏
原
文
：「
所
以
、『
生
祭
文
』
既
是
王
炎
午
的
思
想
結
晶
、
廬
陵
百
姓
的

心
聲
、
也
是
南
宋
民
衆
的
共
同
願
望
。
因
而
、
這
是
最
適
宜
的
時
文
。」「
奇

文
」
に
つ
い
て
は
註
（
３
）
参
照
。
こ
こ
で
許
氏
は
「
生
祭
文
」
の
主
張
を

当
時
の
世
論
を
代
表
す
る
も
の
と
見
做
し
て
い
る
が
、
本
稿
第
五
章
で
述
べ

る
よ
う
に
適
当
で
は
な
い
。

（
２０
）
古
文
も
時
文
も
本
来
は
区
別
が
な
い
、
と
い
う
の
が
劉
將
孫
の
本
旨
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
資
料
は
祝
氏
前
掲
書
、
第
九
章
総
序
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
２１
）
『
宋
史
』
陳
東
傳
：「
欽
宗
�
位
、
率
其
徒
伏
闕
上
書
、
論
：『
…
…
宜
誅
六
賊

（
蔡
京
・
梁
師
成
・
李
彥
・
朱
�
・
王
黼
・
童
貫
）、
傳
首
四
方
、
以
謝
天

下
。』」

（
２２
）
『
廿
二
史
�
記
』
に
挙
例
さ
れ
る
四
六
文
は
ほ
ぼ
全
て
「
啓
」（
わ
ず
か
に

「
表
」
を
含
む
）
で
あ
る
。
趙
翼
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
南
宋
の
劉
克
莊
は
本
朝

の
故
実
を
詩
の
み
な
ら
ず
四
六
文
に
も
多
用
し
て
い
る
。
同
様
の
例
は
、
南

渡
か
ら
程
な
い
文
人
で
は
李
劉
・
周
必
大
・
楊
萬
里
・
熊
克
・
王
十
朋
・
洪

适
ら
、
劉
克
莊
と
同
時
代
も
し
く
は
そ
れ
以
降
で
は
王
邁
・
李
廷
忠
・
方
岳

・
洪
咨
�
・
林
鑑
・
眞
德
秀
・
方
蒙
・
姚
勉
・
文
天
祥
ら
の
啓
に
見
ら
れ
る

と
い
う
。

（
２３
）
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
士
風
」
第
一
章
（『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
一
、
岩
波
書

店
、
一
九
九
二
）
に
よ
れ
ば
、『
名
臣
言
行
錄
』
は
士
人
に
と
っ
て
一
種
の
教

科
書
で
あ
っ
た
。

（
２４
）
『
宋
史
』
高
定
子
傳
：「（
定
子
答
曰
：
）
若
敵
至
、
爲
國
一
死
、
作
忠
臣
孝

子
、
愈
於
病
五
日
不
汗
死
也
。」
又
高
稼
傳
：「
子
斯
復
侍
、
以
時
危
任
重
爲

憂
。
稼
擧
田
承
君
（
晝
）『
五
日
不
汗
』
之
言
語
之
、
且
曰
：『
吾
得
死
所
、

何
憾
。』」
な
お
高
稼
と
高
定
子
は
兄
弟
で
あ
り
、
共
に
宋
元
抗
争
に
関
わ
っ

た
人
物
で
あ
る
。

（
２５
）
『
集
杜
詩
』
第
七
五
「
南
海
」
序
：「
厓
山
之
敗
、
親
所
目
擊
、
痛
苦
酷
罰
、

無
以
勝
堪
。
時
日
夕
謀
蹈
海
、
而
防
閑
不
可
出
矣
。」

（
２６
）
文
天
祥
の
友
人
鄧
光
薦
は
江
西
・
江
南
に
お
け
る
経
緯
に
つ
い
て
「
五
月
二

十
五
日
、
至
南
安
軍
。
石
嵩
與
囊
家
歹
議
出
江
西
。
慮
簒
奪
、
遂
鑰
公
於

船
」、「
八
月
二
十
四
日
、
石
嵩
等
以
公
自
東
陽
渡
江
淮
。
士
有
謀
奪
公
江
岸

者
、
不
果
。
以
（
張
）
弘
範
命
兵
衞
夾
舟
、
陸
至
揚
州
故
也
」（
共
『
紀
年

錄
』
己
卯
注
引
「
丞
相
傳
」）
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
投
獄
後
の
発
言
に
係
わ

る
も
の
に
「
四
月
十
一
日
、
使
臣
還
言
、
上
有
『
誰
家
無
忠
臣
』
之
歎
、
旨

令
善
視
公
以
來
。
公
曰
：『
使
予
死
於
兵
、
死
於
刑
、
則
已
矣
。
而
萬
里
行

役
、
不
得
逃
焉
、
命
也
』」（
同
上
）
が
あ
る
。

（
２７
）
『
紀
年
錄
』
壬
午
注
引
鄧
光
薦
「
丞
相
傳
」：「
時
翰
林
學
士
趙
與
禀
、
以
宋
宗

室
、
亦
被
監
閉
一
室
、
諸
衞
士
弓
刀
環
席
地
坐
。」

１０７ 王炎午「生祭文丞相文」とその時代１０７


